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1　市　民　福　祉

高齢化と少子化が進行する中、 「いきいきとした市民福祉都市」を目指すべき都市像の一つに掲げ、市民一人ひと

りが人間本来の豊かさを実感できる"ヒューマンシティくまもと''の実現に取り患んでいる。

平成2年8月の「熊本市民長寿社会憲章」の制定をはじめ、すべての市民が暮らしやすいまちとするための「高

齢者・障害者にやさしいまちづくり」事業や地域福祉の拡充のため、平成4年度の福祉公社の設立に続き、新規事

業として地域福祉コミュニティセンターや在宅福祉センターなど公的施設を整備するとともに社会福祉協議会活動

の活性化を図るなど公私共働による福祉の充実を賛極的に展開している。

また、 21世紀を担うこどもたちの健全育成の願いを込め、平成6年9月に熊本市民「こども憲章」を制定した。
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熊本市民長寿社会憲章
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私たち熊本市民は、生きがいのある人生をおくれるよう、すべての人が人間として尊ばれ、敬愛され、

ともに幸せな暮らしができる長寿社会を築くことをめざして、この憲章を制定します。

私たち熊本市民は

1　生涯を通じ、心身の健康づくりに努あます。

1　家族のきずなを大切に、明るい家庭をつくります.

1　互いに敬い、思いやりあふれる地域社会をつくります。

1　知恵と経験をいかし、豊かな文化の継承と創造に努めます。

1すべての人に、安全でやさしい街づくりに努め草す。

1　自らの能力をいかし、互いに支え合いながら暮らしの安定を築きます。

1　水や線を大切に、やすらぎに満ちたふるさとくまもとをつくります。

(平成2年8月28日制定)
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熊本市民「こども憲章」

私たち熊本市民は、すべてのこどもたちの幸せを願い、その自主性を尊重し、家庭と地域社会が協力

て、愛情をもって育成することをめざし、この憲章を定めます。

私たち熊本市民は

1　こどもたちが、お互いを認め合い、豊かな感性と思いやりの心をはぐくむ社会づくりに努めます。

1　こどもたちが、知性を磨き体をきたえて、心身ともにたくましく育つよう努めます。

1　こどもたちが、水と線に恵まれた自然の中で、のびのびと創造性をつちかう環境づくりに努めます。

1　こどもたちが、世界の人々と友情をはぐくみ、平和を愛し、広い視野を持つ国際人に育つよう努めます。

1　こどもたちが、郷土の歴史と文化を学び、誇りを持てるふるさとづくりに努めます。

(平成6年9月3日制定)
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(1)地域福祉

手助けを要する高齢者や障害者も住み慣れた地域社会で家族や近隣の人々とのふれあいに包まれて、地域社

会の一員として安心して暮らしていけるよう、周囲の人々や魁織の地域連帯感に根ざした取り魁みを積極的に

支援している。

ア　社会福祉協議会活動の活性化

社会福祉協議会に創設している地域福祉基金に出損し、基金運用益をボランティア活動など各種地域福祉

活動の支援に充てることにしている。

イ　㈲福祉公社ヒューマンライフ

地域住民参加の登録ホーム-ルパー活用等により、ニーズに柔軟に対応できるホーム-ルプサービスを実

施するほか、老人デイサービス事業や、在宅福祉に関する情報の提供や相談、サービスの調整など利用者の

ニーズに即したサービスを総合的に提供する。また、南部・東部両在宅福祉センターの管理運営を行っている。

り　地域福祉コミュニティセンター

開. 設 年 月 日 地域福祉 コ ミュニテ ィセンター名 箇 所 数

平成 4 年 9 月 1 日 楠 城南 春竹 出水 4 -

18

平成 5 年 10月 1 日 京陵 中 島 松尾 白山 慶徳 5

平 成 7 年 4 月 10 日 帯 山 城 山 北部 3

平 成 8 年 4 月 16 日 小 島 松尾酉 2

平成 8 年 6 月 11 日 庄 口 1

平成 8 年 7 月 23 日 向山 1

平成 9 年 4 月 17 日 砂取 1

平成 9 年 8 月開設予定 - f f 1

エ　在宅福祉センター

名 称 熊本市南部在宅福祉センター 熊本市東部在宅福祉センター 熊本市中央在宅福祉センター

所 在 地 高江町1250番地77 健軍本町31番20号 菱川 2 丁 目3 番85号

設置主体 熊本市 熊本市 熊本市

運営主体 福祉公社ヒューマンライフ 福祉公社ヒューマンライフ 福祉公社 ヒューマンライフ

開設年月日 平成 5 年 4 月20日 平成 6 年 5 月22日 平成 9 年 7月24日

構 造 鉄筋コンクl) ー 下達 2 階建 鉄筋コンクリー ト造平屋建 鉄筋 コンクリー ト造平屋建

敷地面積 l,601ri l,395 .69id 3 ,971rri

建物面積 779 .40n壬 883.50i道(東老人福祉セソクー含) 950 .59iri

開館時間 9 時～17時 (一部22時迄) 9時～17時 (一部22時迄) 9 時～17時 (一部22時迄)

主な設備 デイルーム 休養室 浴室 デイルーム 休養室 浴室 デイルーム 休養室 浴室

談話室 和室 多 目的ホール 談話室 研修室 相談室 和室 多目的ホール 調理室

相談室 相談室
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オ　高齢者・障害者にやさしいまちづくり事業

高齢者や障害者が安心して利用できるように、市の公共施設の改良工事を行うとともに、公共交通機関

である市電や市営バス改善のための補助を行う.

○公共施設の改善

玄関ドアの自動化　段差の解消　スロープや手すりの設置　エレベーターの設置等

○公共交通機関の改善

超低床電車導入の補助　リフト付き低床バスの導入補助　(交通局)

(2)民生委員・児童委員

ア　地区別民生委員・児童委員数(定数1,180人、現員1,180人)
(平9.4.1現在)

地 区

性別
東 部 西 部 南 部 北 部 中 部 計

男 1 5 0 1 0 7 8 7 9 6 3 5 4 7 5

女 3 0 8 1 1 7 6 6 1 6 6 4 8 7 0 5

計 4 5 8 2 2 4 1 5 3 2 6 2 8 3 1 , 1 8 0

(主任児童委員76名を含む)

イ　民生委員・児童委員推薦制度

熊本市民生委員推薦準備会

熊本市民生委員推薦会の下部範織として、小学校の区域ごとに民生委員推薦準備会をおく

民生委員推薦準備会は、民生委員・児童委員候補者の下調べを行い、熊本市民生委員推薦会にその結果

を内申する

推薦準備会は、委員9人以内をもって魁織する

準備会委員は、小学校の区域内に住所を有し、市議会議員の選挙権を有する次の者の内から推薦会委員

長が委嘱する

校区社協代表・校区婦人会代表・校区民生委員代表・校区自治会代表・校区P TA代表

校区保護司代表・校区老人クラブ代表・校区母子寡婦連合会代表・校区公民館代表

熊本市民生委員推薦全

各校区の推薦準備会より内申された民生・児童委員候補者を民生委員法第8条により、委員構成された

民生委員推薦会において推薦する(民生・児童委員は、厚生大臣が委嘱し、任期は3年)

り　熊本市地方社会福祉審議会民生委員審査専門分科会

民生委員審査専門分科会は、熊本市長からの諮問に基づき、民生委員・児童委員及び主任児童委員の適

否に関する事項について調査審議し、その結果を熊本市長に具申する

専門分科会委員は、審議会の委員(市長が任命する)の内から、審議会委員長が指名する(現在、専門

分科会委員は、 5名)

エ　処　遇(平成8年度分)

民生・児童委員報償金

総務　年額121,840円　　委員　年額110,000円

市電(全線パス)、市バス及び各社バス乗車券年額4,000円相当

民生委員協議会運営補助金　　　　年額　6,468千円

民生委員互助会運営補助金　　　　年額1,176千円

特別旅費(大会等出席旅費)　　　年額　145千円

民生委員協議会活動推進費補助金　年額　5,166千円
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( 3)地方社会福祉審議会の設置

社会福祉に関する事項を調査審議するため、平成8年4月1日より設置した。

(審議会の構成)

○　全体会

調査審議事項の諮問と諮問事項についての各専門分科会からの報告及び市長への答申について審議を行

う。

○　民生委員審査専門分科会

民生委員・児童委員の適否の審査に関する事項の調査審議を行う。

○　児童福祉専門分科会

児童福祉に関する事項の調査審議を行う。

○　身体障害者福祉専門分科会(身体障害者福祉専門分科会審査部会)

身体障害者福祉に関する調査審議を行う。また、審査部会においては、身体障害者手帳の交付に際し、

障害の程度等に応じて疑義が生じたものについて審査を行う0

○　老人福祉専門分科会

高齢者福祉に関する事項の調査審議を行う。

( 4 )社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査

社会福祉法人及び社会福祉施設が適正に運営されているかについて指導監査を行う。

(9年度の指導監査対象数　　　105法人　233施設

( 5 )社会福祉施設整備及び設備整備補助金の交付

民間社会福祉施設の創設や増改築にかかる施設整備費等の補助金について交付を行うもの。

施設整備費(基準額)の概ね3/4について、国2/3、市1/3の割合で負担した補助金に市単独の補助金を加算し

た額を交付する。

( 9年度当初予算　　　　1,934,672千円

( 9年度対象施設数)　　老人福祉施設、児童福祉施設、障害者福祉施設など計18カ所

(6)熊本市優待証(さくらカード)交付(平成8年10月1日開始)

目　　　的　高齢者・障害者・被爆者の社会参加に寄与するため熊本市優待証を交付する。

対　象　者

・身体障害者手帳1-3級、療育手帳Ai-B;、精神障害者手帳1-3級の所持者で就学年齢

以上かつ70歳未満の者。

・被爆者健康手帳所持者で70歳未満の者。

・ 70歳以上の高齢者。

事業内容　バス(市、産交、電鉄、熊本バス)電卓(市、電鉄)の市内分運賃及び施設(熊本城等)の

入場料が無料になる熊本市優待証を交付する。

9年度予算　　306,952千円
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(7)社会福祉団体一覧

ア　主要な福祉団体

(平9.4. 1現在)

名 称 代表者 所 在 地 設 置 日 的

社会 福祉法人 熊本
松本 孝治 南千反畑町 10番 7 号 熊本市 における社 会福祉事業 の能率 的運 営 と狙織活動 を促

市社会 福祉 協議会 熊本市社会福祉会館 内 達 し、 もって市 民の福祉の増進 を図 る

社会福祉 法人 熊本
市社会 福祉 事業団 野 田 雅水 花 畑町 4 番 1号

太 陽生命第 2 ビル 4 階

熊本市が設置す る社会福祉施設 の運 営を適切、かつ能率 的
に行 うことに よ り、熊本市 におけ る社 会福祉の増進に寄 与
す ることを 目的 とす る

財団法人 熊本市福祉
公社 ヒューマンライフ

吉原 準二 花 畑町 3 番 1号
熊 本市役所花畑別館 内

在宅 の高齢者及 び心身障害児 .者 を対象に、多面的な在 宅
福祉サ ー ビスの損 供を行い、熊本市 におけ る市民福祉 の総
合的 な発展 に寄与 す ることを 目的 とする

社団法 人 熊本市 シ 田.尻 靖幹 花畑 町 3 番 1 号
高齢者の希望 に応 じた臨時的、短期 的な就 業の機 会を確保
捜 供 し、そ の就業 を援助 して、生 きがいの充実及び社会参

ルバ ー人材 セ ンター 熊 本市役 所花畑別館 内 加 の促進を 図 り、高齢 者の福祉 の増進 に資 す ることを 目的
とす る

イ　その他の福祉団体

名 称 代表者 所 在 地 設 置 日 的

熊本市民生委員 小川 英一 南千反畑町10番 7 号 民生委員相互の研磨 と資質の向上を図り、 もって市民の福
児童委員協議会 熊本市社会福祉会館内 祉増進に寄与する

熊本市母子寡婦福祉 佐藤 タカ 新屋敷 1丁 目15番 7 号 母子家庭の母 .寡婦の相互福祉の対策を考究 し、その具体
連合会 的実践により自立更生に努め生活の安定を図る

熊本市老人クラブ連 田尻 靖幹 花畑町 3 番 1 号 老人クラブ活動の育成 .活性化を促 し、もって高齢者の福
合会 熊本市役所花畑別館内 祉増進を図る

熊本市遺族連合会 橋村キクエ 相星町 2 丁 目8番 1 号 遺族の団結、相互扶助、更生慰安を図 り平和 日本の隆盛に
貢献する

熊本県英霊顧彰会 福島 譲二 水前寺 6 丁 目18番 1 号
熊本県医務福祉課内 英霊の顕彰と遺族の福祉増進を図る

熊本市傷病軍人会 毛利 徳書 花畑町 3 番 1 号
鯖本市役所花畑Brl館内 戦傷病者の福利増進を図る

熊本市原爆被害者の

.∠ゝ2X
谷 口 清美 花畑町 3 番 1 号

熊本市役所花畑別館内 被爆者の相互扶助と福利増進を図る

熊本地区保護司会 松本 孝治 渡鹿 5 丁 目9 番12号

更生保護事業として、非行犯罪のあった者の更生を助長す
るため指導監督、補導援護を行って一般社会への復帰を図
り、再犯を防止 して社会を保護 し、もって個人及び公共の
福祉を増進するた妙犯罪予防活動を行うことを目的とする

熊本県中国残留孤児
等対策協議会 東家 嘉幸 城東町 4 番 2 号

ホテルキャッスル内

中国残留 日本人孤児等にかかる諸問題の解決に寄与 し、あ
わせて中華人民共和国との友好親善に資す ることを 目的 と
する

$ * B B S 」 穴見 明弘 月出 6 丁目4 番 7 号 奉仕と友愛の精神をもって日常、非行少年のよき友達を志
月出団地 l-C -3-506 すB B S 会員の質の向上と会員相互の連絡を図る

原水禁 日本国民会議
熊本県協議会 河瀬 和典 九品寺 1 丁目17番 9 号 あらゆる国の核実験に反対することを目的とする

核兵器禁止平和建設
熊本県民会議 沢田 】精 新屋敷 1 丁目2 番37号 人類を滅亡する核兵器の製造中止を図る

熊本市更生保護婦人 加藤 穫子 大江 3 丁目1 番53号 保護司会と連携をとり、更生保護期間中の老 (成人) に対
会 し、自立のための支援を行 うことを 目的とする

軍恩連盟熊本市連合 西田 保 子飼本町13番16号 会員の恩給に関する相談を行い、福祉援護及び互助親睦を
支部 図る

熊本県共同募金会
熊本市支会 三角 保之 南千反畑町10番 7 号

熊本市社会福祉会館内 共同募金の推進を図る

日本赤十字社熊本県 三角 保之 ′′
日赤社資募集運動の推進及び災害救護活動をはじ埼赤十字

支部熊本市地区 事業の推進を図る

熊本市手をつなぐ育
成会

川村 隼秋 花畑町 3番 1 号
熊本市役所花畑別館内

熊本市の精神薄弱者 (児) の社会人と.しての育成を図る

熊本市身体障害者福 寺本 克己 渡鹿 5 丁 目5 番52号 阻織載化並びに親睦、生活向上、自立更生、社会復帰の援
祉協会連合会 助を図る

熊本市社会福祉施設
連合会

松本 孝治 渡鹿 5 丁 目9 番12号 市内の各社会福祉施設の職員の資質の向上を図る

熊本市保育園連盟 塚本 義継 花畑町 3 番 1 号
熊本市役所花畑別館内

乳幼児の健全な育成をめざすとともに、保育園の資質の向
上 と職員の福利厚生を図 り、よりよい地域福祉の発展に寄
与することを目的 とする
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2　福祉総合相談

(1)目　　　的

福祉に関するいろいろな相談の総合窓口として福祉総合相談課を設置している。相談窓口としての機能と部

内各課および関係機関との調整機能をあわせ持ち、相談の問題解決にあたる.よって市民福祉の向上に資する

ものである。

(2)業務の内容

○　福祉の総合相談に関すること

○　女性のための相談に関すること(婦人保護事業)

○　子どものための相談に関すること(家庭児童相談室運営事業)

(3)職員の配置(平9.5.1現在)

課長1人ほか職員6人(うち保健婦職2人・看護婦職1人)

婦人相談員　2人　家庭相談員　2人　福祉相談員1人　　嘱託医　2人(精神科・小児科)

(4)利用状況(平成8年度実績)

ア　福祉の総合相談

荏 施 医 辛

帳

手

当

午

金

住

宅

坐 保
3&C

そ JA口
宅

介

護

読

入

所

痩

保

険

等

宿

保

護

日
所

学
校

の

他 計

2 7 5 3 9 2 4 1 6 3 3 1 8 3 1 5 7 1 8 4 4 1 4 3 6 9 1 ′ 3 5 2 3 , 9 7 3

イ　女性のための相談

本 人 の 問 題 家 庭 の 問 題

A口

坐 借 求

職

柄

気

精 未 不 男 帰 そ

の

他

計

夫

の

そ

の

離 千

ど

千 家 こ土.ワ石 住 ヒ

,モ

そ

の

他

計

ffi

困

金

サ

フ

神

保

鰭

の

母

純

異

性

交

女

問

住

先

な

秦

刀

他

の
夫

の

婚

問

ち

の
養

育

ど

も

の

間

磨

不

春

強

居

間

秦

力

団. 計

窮 金 健 遊 局 し
酒

乱

問

局
顔

不

鰭 題 和 要 題
関

係

64 12 35 69 43 31 1 28 ll 159 453 20 175 204 9 188 23 3 52 4 35 713 1,166

ウ　子どものための相談

生活習慣 知能言語 学校生活 非行問題 家族関係 環境 福祉 心身障害 そ の 他 合 計

1 0 3 1 3 9 2 5 5 7 1 3 9 7 2 1 9 1 1 8 5 9 1 , 3 6 1
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3　生　活　保　護

(I)保護状況

年度

区分
4 5 6 7 8

坐

活

扶

世帯 4,433 4 ,508 4,499 4,451 4,534

人員 7′111 7 ,161 7,046 6′911 6,987

助 金額 (千円) 3,791′776 3,924,460 3 .962 .888 3 ,957,309 4′142′016

住

宅

秩

世帯 4,134 4,221 4′237 4,214 4 ,282

人員 6,469 6,533 6,451 6,351 6 ,405

助 金額 (千円) 1,112,593 1′159,771 1′182,711 1,199′337 1,255 ,115

教

=*=r

世帯 547 声26 508 507 494

日

扶
人員 870 836 8 18 798 783

助 金額 (千円) 70,103 67 ,684 67 ,011 66,188 64 ,438

医

痩

扶

世帯 4,812 4 ,891 4 ,938 4,964 5 ,065

人員 5,709 6 ,227 6 ,231 6,269 6 ,375

助 金額 (千円) 7,219′307 7 ,566 ,658 7,993′2 18 9,345 ,582 9 ,154 ,897

出 世帯 1 1 1 1 1

産

扶
人員 1 1 1 1 1

助 金額 (千円) 690 835 473 730 841

坐

莱

扶

世帯 5 5 4 3 3

人員 5 5 4 3 3

助 金額 (千円) 1′003 1,170 934 772 627

罪 世帯 7 8 9 10 10

餐

扶
人員 7 8 9 10 10

助 金額 (千円) 18′335 23 ,579 27,013 27′340 29,987

保護施設事務費(千円) 116 ,548 122 ,564 126,043 128 ,261 137 ,049

実

数

世帯 5′425 5′497 5′510 5 ,520 5′617

人員 8 ,228 8 ,261 8,161 8 ,091 8 ,183

金額 (千円) 12 ,330 ,387 12,866 ,721 13,360,291 14 ,725,519 14,784′966

(注)　世帯及び人員は月平均、金額は年度総計を示す

(2)保護率の推移(年度平均)

年 度

区 分
4 5 6 7 8

市

% 0 ‰ . % 0 ‰ ‰
12 .94 12 .95 12 .7 3 12 .5 1 12 .5 1

県 7 .96 7 .8 1 7 .6 5 7 .4 7 7 .3 5
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(3)保護措置状況

年 度

区分
4 5 6 7 8

申 請 件 数 8 5 1 8 8 7 8 0 8 8 0 3 8 9 6

開 始 件 数 5 9 4 6 3 8 6 1 0 6 3 2 7 0 0

却下 .取下件数 2 4 1 2 5 9 1 9 4 1 7 4 1 9 8

廃 止 件 数 6 0 7 5 7 0 6 2 5 5 8 0 5 5 9

(4)世帯の労働力類型別被保護世帯
(平成8年度月平均)

就 業 別 世 帯 数 構 成 比

世い

蓋…

常 用 勤 労 者 3 4 0 6 . 1

日 雇 労 務 者 1 0 5 1 . 9

内 職 者 3 1 0 . 6

そ の 他 の 就 業 者 2 4 0 . 4

世帯主は働 いて いな いが世帯員が働いてい る世帯 1 8 7 3 . 3

働 い て い る 者 の い な い 世 帯 4 , 9 3 0 7 . 7

合 計 5 , 6 1 7 1 0 0

(5)保護施設
(平9.4.1現在)

種 別 施 設 名 経営主体 施設代表者 所 在 地 許可年月 定 員 措置人員

救 護 銀 杏 寮 社会福祉法人 土井口 秀幸 春日5丁目17番36号 昭35. 12 6 0 3 7
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4　児童・母子福祉

(1 )保育所措置状況

年 度 公 私 立 別 申 請 件 数 要 措 置 件 数 措 置 件 数 措 置 率 (% ) 未 措 置 件 数

5

公 ユ⊥ 1 , 5 3 9 1 , 4 6 9 1 , 4 4 2 9 8 . 2 2 7

私 上土 9 , 1 3 4 , 7 , 4 5 1 9 6 . 2 3 3 3

計 1 0 , 6 7 3 1 0 , 2 5 3 9 , 8 9 3 9 6 . 5 3 6 0

6

公 jL 1 , 5 1 9 1 , 4 5 1 , 4 3 9 8 . 6 2 0

私 止 9 , 1 4 3 , 7 0 5 , 4 4 0 9 7 . 0 2 6 5

計 1 0 , 6 6 2 1 0 ′ 1 6 3 9 , 8 7 8 9 7 . 2 2 8 5

7

公 止 1 ′ 5 1 7 1 ′ 4 8 3 1 , 4 5 5 9 8 . 1 2 8

私 止 9 , 0 9 1 8 , 8 3 7 , 4 5 1 9 5 . 6 3 8 6

計 1 0 , 6 0 8 1 0 , 3 2 0 9 , 9 0 6 9 6 . 0 4 1 4

8

公 上土 1 , 7 5 7 1 , 6 6 1 1 , 5 9 4 9 6 . 0 6 7

私 jJL 9 , 5 6 3 9 , 0 4 2 8 ′ 6 3 0 9 5 . 4 4 1 2

計 l l , 3 2 0 1 0 ′ 7 0 3 1 0 , 2 2 4 9 5 . 5 4 7 9

9

公 止 1 , 8 6 1 1 , 7 7 3 1 ′ 7 1 2 9 6 . 6 6 1

私 ユ⊥ 9 , 7 7 5 9 , 2 7 7 8 ′ 7 4 8 9 4 . 3 5 2 9

計 1 1 ′ 6 3 6 l l , 0 5 0 1 0 , 4 6 0 9 4 . 7 5 9 0

( 2)年齢別保育所措置状況
(平9.4.1現在)

区 分 保育所数 定 数
年 齢 別 措 置 件 数

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳

公 立 22 1′8 15 5 7 2 29 3 05 3 77 3 64 38 0

私 立 107 8 ,97 0 47 2 1 ,136 1 ,5 65 1 ,7 74 1 ,8 6 1 1 ,94 0

計 129 10 ,78 5 52 9 1 ,3 65 1 ,8 70 2 ,15 1 2 ,2 25 2 ,32 0

(3)保育所
公　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平9.4.1現在)

施 設 名 定員
職 員 数

所 在 地 施 設 名 定 員
職 員 数

所 在 地
保母的 その他 計 保母的 その他 計

本 荘 保 育 園 130 13 2 15 本荘 6 丁 目 中 島 保 育 園 45 5 2 7 沖新町

寺 原 ′′ 70 8 2 10 坪井 5 丁 目 幸 田 ′′ 90 8 2 10 御幸笛 田町

横 手 ′′ 100 8 2 10 横手 2 丁 目 健 軍 ′′ 100 ll 2 13 健軍 2 丁 目

白 山 ′′ 90 10 2 12 白山 2 丁 目 水 前 寺 ′′ 90 9 2 ll 水前寺公園

京 塚 ′′ 110 12 2 14 尾 ノ上 3 丁 目 熊本乳児 ′′ 60 ll 4 15 水道町

京 町 台 ′′ 90 9 o ll 池田 1 丁 目 黒髪乳児 ′′ 60 7 2 9 黒髪 2 丁 目

城 東 Il 90 6 2. 8 水道町 麻 生 田 ′′ 90 10 2 12 清水町大字麻生田

池 上 〟 90 9 2 ll 池上町 梶 尾 ′′ 60 6 2 8 梶尾町

小 島 ′′ 90 9 1 10 小島下町 西 里 ′′ 60 6 2 8 硯川町

春 日 ′′

大 江 ′′

清 水 〝

90

60

90

8

8

ll

2

・1

2

10

10

13

春 日 1 丁 目

大江 6 丁 目

清水本町

五 丁 ′′

計 22 カ所

60

1′815

6

190

2

45

8

235

貢町
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私　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平9.4.1現在)

施 設 名 定員
職 員 数

所 在 地 施 設 名 定員
職 員 数

所 在 地
保 母 そ の他 計 保母 そ の他 計

白 羊 保 育 園 90 ll 3 14 島 崎 3 丁 目 やまび こ保育園 45 7 2 9 尾 ノ上 2 丁 目

黒 髪 幼 愛 園 200 23 5 28 黒 髪 2 丁 目 こ ま ど り〝 120 ll 4 15 八 反 田 2 丁 目

愛 光 幼 児 園 60 8 2 10 新 大江 2 丁 目 む つ み ′′ 90 12 3 15 楠 1 丁 目

城 高 保 育 園 90 12 4 16 城 山大 塘 町 第 二森 下 ′′ 90 ll 3 14 近 見町

み の り 〝 60 9 2 ll 本 荘 3 丁 目 さ くらぎ ′′ 90 ll 4 15 花 立 3 丁 目

双 葉 ′′ 90 ll 4 15 本 荘 2 丁 目 武 蔵 ケ丘 〝 90 17 3 20 武 蔵 ケ丘 5 丁 目

城 南 幼 愛 園 90 9 3 12 春 日 6 丁 目 ひ む き ′′ 90 9 3 12 戸 島町

友愛 会保 育 園 60 9 3 12 菱 川 2 丁 目 御 幸 こぼ と ′′ 120 10 3 13 御 幸瞥 田町

聖 母 幼 愛 園 90 ll 3 14 南 町 田 迎 ′′ 90 10 4 14 田迎 町 良町

の ぞみ 保育 園 110 ll 4 15 若 葉 2 丁 目 さつ き ケ丘 〝 6 0 9 4 13 龍 田町 上立 田

ひか り幼児 園 90 14 4 18 大 江 2 丁 目 第二エソゼル 〟 90 ll 4 15 榎 町

ひ は す保 育園 120 114 5 19 山 ノ内 1 丁 目 熊本 す みれ ′′ 60 7 3 10 池 亀 町

旭 ′′ 150 14 5 19 近 見 町 や まな み 〝 150 17 5 22 戸 島 町

ひ まわ り′′ 60 9 2 ll 新 大 江 1 丁 目 せ きれ い 〝 60 10 3 13 健 軍 5 丁 目

か つ ぱ ′′ 150 17 5 22 保 田窪 1 丁 目 松 尾 ′′ 60 7 3 10 松 尾 町 上松 尾

マ リア幼愛 園 90 9 3 12 水 前寺 4 丁 目 餐 ′′ 60 7 3 10 近 見 町

報 徳 保 育 園 90 ll 3 14 池 田 2 丁 目 熊本 日の 出 ′′ 90 14 7 21 桜 木 3 丁 目

小 墳 ′′ 90 8 3 ll 新 南 部 町 1 丁 目 こ じ か ′′ 60 7 3 10 南 高 江 町

豊 光 ′′ 60 6 4 10 花 園 6 丁 目 清水 ヶ丘 ′′ 60 8 3 ll 清 水 町 兎谷

若 葉 幼 愛 園 60 9 3 12 池上 町 第二 両 図 ′′ 45 9 2 ll 出水 4 丁 目

か お る保 育園 90 9 3 12 中 島町 出 仲 間 ′′ 110 12 3 15 出仲 間 3 丁 目.

秋 津 ′′ 90 7 3 10 桜 木 1 丁 目 な ぎ さ ′′ 60 7 3 10 江 津 1 丁 目

藤 崎 台 ′′ 60 7 3 10 古京 町 仁愛第二幼育 園 90 10 5 15 白藤 町

有 明 ′′ 45 5 o 7 小 島下 町 あゆ み 保育 園 75 10 3 13 武 蔵 ケ丘 1 丁 目

城 北 ′′ 120 15 6 2 1 清水 町新 地 カ トレア ′′ 60 9 3 12 若 葉 6 丁 目

仁 愛 幼 育 園 210 22 9 31 薄 場 町 上 ノ 郷 ′′ 60 8 3 ll 上 ノ郷 町

ぎんなん保育園 90 12 3 15 京 塚 本町 木 の 葉 〝 90 10 3 13 石 原 町

川 尻 ′′ 90 8 4 12 川 尻 町 た つ だ ′′ 90 15 2 17 龍 田町 弓 削

つ ぼ み ′′ 120 12 6 18 国府 本 町 つ ば め 〝 120 15 5 20 長嶺 甫 7 丁 目

シ オ ン ′′ 60 16 3 19 新 町 4 丁 目 日 吉 ′′ 60 ll 3 14 十禅 寺 2 丁 目

く る み ′′ 90 ll 4 15 渡鹿 6 丁 目 にれ の き 〝 60 7 4 ll 清水 町 槍 木

仁 愛 乳 児 園 60 12 4 16 春 日4 丁 目 力合 さ くら ′′ 60 8 2 10 合志 町

すぎのこ保育園 90 ll 3 14 二 本 木 4 丁 目 リズ ム幼育 園 90 10 3 13 御幸 笛 田町 野 田

木 の 実 ′′ 90 9 2 ll 西原 2 丁 目 まんご く保育 園 45 8 2 10 清水町万石 4 丁目

天使 の園 ′′ 75 8 2 10 渡鹿 1 丁 目 月 出 ′′ 90 ll 4 15 月 出 6 丁 目

き よ め ′′ 60 8 4 12 国府 2 丁 目 熊本 夜 間 ′′ 45 7 3 ll 新市 街

九 品 寺 ′′ 90 13 5 18 九 品寺 5 丁 目 ひ で み ′′ 150 15 6 2 1 鶴羽 田町

は けみ や ′′ 60 6 4 10 高平 3 丁 目 北部 中 央 ′′ 60 7 3 10 西梶 尾 町

画 図 ′′ 60 9 3 12 画図 町 下江 津 や まは と 〝 45 5 2 7 河 内町 野 出

二 岡 ′′ 120 12 3 15 戸 島町 芳 野 ′′ 60 7 4 ll 河 内町 岳

広 福 ′′ 60 6 3 9 長嶺 町 た ちは な ′′ 90 ll 4 15 河 内町 河 内

供 合 ′′ 120 13 4 17 上南 部 町 河内からたち ′′ 75 8 2 10 河 内町 河 内

小 山 ′′ 110 14 3 17 小 山町 畠 口み の り ′′ 45 7 3 10 畠 ロ町

森 下 ′′ 90 8 2 10 南高 江 町 B t m m " 45 10 3 10 護藤 町

第二桜ケ丘lI 90 15 4 19 世安 町 リ リ ー ′′ 45 5 3 8 並建 町

本 妙 寺 ′′ 110 ll 4 15 花 園 4 丁 目 飽 田 東 ′′ 90 12 3 15 砂原 町

くす の実 ′′ 120 16 3 19 楠 4 丁 目 モ ロナイ ′′ 60 9 4 13 八分 字 町

帯 山 ′′ 120 15 4 19 月 出 2 丁 目 + i 45 4 2 6 美登 里 町

大 光 ′′ 60 7 3 10 画図 町所 島 銭 殖 ′′ 60 6 3 9 銭塘 町

千 草 ′′ 90 12 4 16 平成 3 丁 目 奥 古 閑 ′′ 60 8 3 ll 奥古 閑 町

こ ず え ′′ 90 ll 4 15 八 島町 海 路 ロ ′′ 80 9 3 12 海路 口町

光 輪 ′′

つ く し ′′

エ ンゼル ′′

60

45

90

5

9

15

4

3

4

9

12

19

沼 山津 4 丁 目

花 園 5 丁 目

佐土 原 1 丁 目

川 口 ′′

計 107カ所

90 10 3 13 川 口町

ォ LU " 120 15 4 19 城 LL.上 代町 公 私 立計

129 カ所
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(4)助　成

ア　助成金支出状況(平成9年度予算)

私立保育所運営費補助金

(基本分) 79,050千円

(児童用採暖費加算分) 10,898千円

私立保育所乳児等保育事業費補助金

年額196,758千円

私立保育所延長保育費補助金

年額　34,884千円

私立保育所障害児保育事業費補助金

年額　55,917千円

熊本市保育園連盟助成金

年額　　9,341千円

イ　無認可保育所助成(昭和51年度より実施)

助成内容　園児賠償責任保険料、職員研修費

助成状況　50カ所、802千円(平成9年度予算)

ウ　無認可夜間保育所助成(昭和57年度より実施)

助成内容　園児賠償責任保険料、職員研修費

助成状況　5カ所、 80千円(平成9年度予算)
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私立保育所牛乳給食事業費助成金

年額　23,548千円

一時的保育事業

年額　45,562千円

地域活動事業費補助金

年額　38,000千円

乳児保育事業費補助金

年額129,492千円

時間延長型保育サービス事業

年額　89,222千円



(5)保育所徴収金基準額
(平9.4.1現在)

世 帯 の 階 層 区 分

徴 収 金 基 準 額 (月 額 )

3 歳 未 満 児
3 歳 以 上 ,巳

3 歳 児 4 歳 以 上 児

A 階層 生 活 保 護 法 (昭和 25 年 汝 律 第 144号 ) に よる被 保 護 世 帯 (単 給 世 帯 含 む ) 0 円 0 円

B 階層

1

A 階 層
及 び D
階 層 を

前 年 度

分 の市
町 村 民
税 非 課

前 年 度 分 の 固定 資 産 税 課 税 額 が

2 0 , 0 0 0 円未 満 で あ る世 帯
0 0

2
′′ 2 ,4 8 0 1 ,7 0 0

除 き前
年 度 分

の 市 町

税 世 帯 2 0 , 0 0 0 円 以 上 で あ る世 帯 ( 1,2 4 0 ) ( 8 5 0 J

C

1
前 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の うち均 等 割 の 額 のみ の課 税 世 帯 9 ,4 10 6 ,3 5 0

村 民 税 .

の 額 が
次 の 区

(所 得 割 非 課 税 世 帯 ) C 4 ,7 0 0 ) C 3 , 17 0 )

2
前 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の うち の所 得 割 の 額 が ll ,7 4 0 8 ,3 0 0

分 をこ該
当 す る
世 帯

5 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯 ( 5 ,8 7 0 ) ( 4 , 15 0 )

3
′′ 13 ,3 6 0 9 ,9 4 0

5 , 0 0 0 円 以 上 で あ る世 帯 C 6 ,6 8 0 ) ( 4 ,9 7 0 )

I)階 層

1

A 階 層

前 年 分 の所 得 税 の 額 が 14 ,5 7 0 ll , 16 0

3 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯 ( 7 ′28 0 ) ( 5 ,5 8 0 ;

2
′′ 17 ,1 5 0 1 3 ,7 4 0

3 , 0 0 0 円 以 上 1 7 , 0 0 0 円 未満 で あ る世 帯 C 8 ,5 7 0 ) ( 6 ,8 7 0 )

3
′′ 19 ,0 5 0 1 6 ,0 2 0

1 7 , 0 0 0 円 以 上 3 0 , 0 0 0 円未 満 で あ る世 帯 C 9 ,5 2 0 ) C 8 ,0 1 0 )

4
′′ 26 ,5 9 0 2 3 ,2 6 0

3 0 , 0 0 0 円 以 上 6 0 , 0 0 0 円未 満 で あ る世 帯 (13 ,2 9 0 ) (l l ,6 3 0 )

5
′′ 30 ,5 0 0 2 7 ,5 1 0 2 4 , 1 1 0

6 0 , 0 0 0 円 以 上 8 0 , 0 0 0 円未 満 で あ る世 帯 (15 ,2 5 0 ) ( 13 .7 5 0) (1 2 , 0 5 0 )

6
′′ 39 ,3 6 0 2 9 , 1 9 0

′′を 除 き
前 年 分

の所 得
税 課 税
世 帯

8 0 ′ 0 0 0 円 以 上 1 2 0 , 0 0 0 円未 満 で あ る世 帯 (19 ,6 8 0 ) ( 14 ,5 9 0)

7
′′

1 2 0 , 0 0 0 円 以 上 1 4 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯
′′ ′′ ′′

8
′′

1 4 0 , 0 0 0 円 以 上 1 8 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯
′′ ′′ ′′

9
′′

1 8 0 , 0 0 0 円 以 上 2 0 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯
′′ ′′ ′′

10
′′

2 0 0 , 0 0 0 円 以 上 2 4 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯
′′ ′′ ′′

ll
′′

2 4 0 , 0 0 0 円 以 上 5 1 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯
′′ ′′ ′′

12
′′

5 1 0 , 0 0 0 円 以上 で あ る世 帯
′′ ′′ ′′

備考
1　この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等
割の額をいい、 「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計箕する場合には、同法第314条の7及
び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2　この表の=)階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26
号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された
所得税の額をいう。

ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1)所得税法第92粂第1 :買並びに第95条第1項、第2二粟及び第3項
(2)租税特別措置法第41条第1項
(3)租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第9粂

3　この裏の規定にかかわらず、 C階層又はつ階層の1に属する世帯で、固定資産税課税額が1,000円以上である世帯の階
層は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる階層とするC

徴収金基準額表 の定義に おけ る階層及 びその固定資産税塀 に よる区分 認定す る階層

C 階層の第 1 階層に属 し前年 度分 の固定資産税課 税額が 4 , 0 0 0 円以上 であ る世帯 C 階層 の 2

C 階層の第 2 階層に属 し前年 度分 の固定資産税課 税額が 6 , 0 0 0 円以上 であ る世帯 C 階層 の 3

C 階層の第 3 階層に属 し前年 度分 の固定資産税課 税額が 8 , 0 0 0 円以上 であ る世帯 D 階層 の 1

D 階層の第 1 階層に属 し前年 度分 の固定資産税課 税塀が 1 0 , 0 0 0 円以上で ある世帯 D 階層 の 2

4　同一世帯から2人以上の児童が措置された場合において、第2子E)の児童については( )内の額、第3子以上の児童
については( )内の額の2分の1の額とする。ただし、 10円未満は切り捨てとする。
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(6)児童扶養手当等

ア　児童扶養手当受給世帯数

(平9.4.1現在)

区 分 離婚世帯 死別 世帯 未婚母子世 帯 父障害世帯 遺棄世帯 その他 の世帯 計

世 帯 4 ,54 0 7 4 26 0 2 2 13 0 7 0 5 ,09 6

(荏)月額1人　41,390円

イ　特別児童扶養手当受給者数

区 分 受 給 者
障 薯 児

1 級障害児 . 2 級障害児 計

人 数 8 0 8 5 2 8 2 9 7 8 2 5

(荏)月額　1人--・
1級　50,350円

2級　33,530円

(7)母子・寡婦福祉資金貸付事業

中核市移行にともない、平成8`年4月1日より熊本市において、母子・寡婦福祉資金特別会計を設置し、母

子家庭等の経済的自立を促進するため、各種資金の貸付事務を開始した。

(8年度実績　　　　3 5 9件

(8)母子相談員の設置

中核市移行にともない、平成8年4月1日より熊本県から熊本市の担当の相談員4名を引き継いだもので、

母子及び寡婦の家庭の生活一般、経済上の相談等に応じるとともに、母子・寡婦福祉資金貸付事業も合わせて

行うもの。

(母子相談員の配置)

福祉企画課　1名 母子福祉センター　3名

(9)障害児補装具給付事業

目　　的　身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、補装具を給付し、その福祉向上を図る

品　　　目　　座位保持装置等

9年度予算　12, 310千円

(10)障害児日常生活用具給付事業

目　　的　身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた児童に対し、日常生活用具を給付し、その福祉向

上を図る

品　　目　頭部保轟帽、聴覚障害者通信装置等

9年度予算　　2, 222千円
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(ll)施　　　設

ア　助産・母子寮

(平9.4.1現在)

種 別 施 設 名 経営主体 施設代表者 所 在 地 認可年 月 定 員

助 産 熊 本 産 院 熊 本 市 三角 保之 本 山 3 丁 目 5 番 11号 昭2 5 . 7 20 的

母 子寮 熊 本市 母子寮 . ′′ ′′ 大江 6 丁 目 1 番 5 0号 昭 26 . 8 18 ォ

′′ 友愛会 ′′ 社会 福祉 法人 本 山 雅徳 菱川 2 丁 目 1 番 57号 昭 23 . 10 2 0 ft

イ　乳　児　院

施 設 名 経営主体 施設代表者 所 在 地 認可年月 定 員

熊 本 乳 児 院 社会福祉法人 甲 斐 国 男 本荘 2丁目3番 8号 昭22 . 12 30

慈愛園乳児ホーム ′′ 潮 谷 義 子 神水 1 丁目14番 1 号 昭25 . 4 15

ウ　養護施設

慈 愛 園 子 供 ホ ー ム 社会福祉法人 . 潮 谷 愛 一 神水 1 丁 目14番 1 号 昭23 . 5 90

菊 水 学 園 ′′ 松 本 孝 治 渡鹿 5 丁 目 9 番 12号 昭25 . 10 80

藤 崎 台 童 園 ′′ 尾 里 - 清 古京町 3 番 5 号 昭24 . 3 7 0

竜 山 学 苑 ′′ 上 村 宏 測 龍田町上立 田 915番地 昭23 . 10 5 0

工　精神薄弱児施設

愛 育 学 園 社会福祉法人 福 山 千 熊 清水町大字新地 720番地 昭38 . 12 80

大 江 学 園 ′′ 塘 林 恭 介 渡鹿 8 丁 目16番 46号 . 昭40 . 6 7 0

仁 愛 ひ か り 園 ′′ 川 上 辰 夫 白藤 町箕出 451番 地 昭45 . l l (通園) 3 0

三 気 の 家 ′′ 田 中 満 子 室園町20番 40号 平 6 . 4 (通 園) 3 0

オ　教　護　院

清水　ヶ　丘学園 熊　本　県 東　　　忠　昭 清水町大字打越38番1号 明42. 2

力　盲ううあ児施設

熊本ライトハウス 社会福祉法人 加　藤　俊　鋪 新生1丁目23番11号

キ　婦人一時保護所

熊本県婦人相談所 熊　本　県 田　中　正　博 長嶺南2丁目3番3号 昭33. 8
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ク　母子福祉施設

名　　　　　称

所　　在　　地

設　置　主　体

経　営　主　体

開設年月　日

建　物　構　造

敷　地　面　穫

建　物　面　積

建　　設　　費

主　な　設　備

委　　託　　料

ケ　児　童　館

名　　　　　称

所　　在　　地

設　置　主　体

開設年月　日

構　　　　　造

敷　地　両　横

建　物　面　積

着　　　　　工

完　　　　　工

建　　設　　費

熊本市母子福祉センター

水前寺4丁目47番50号

熊　本　市

社会福祉法大　熊本市社会福祉事業団

昭和60年6月1日

鉄筋コンクリート2階建

680. 04n?

546. 46r戎

135,708千円

相談室　保育室　和室　技能室　調理実習室

40,805千円(平成9年度予算)

西原公園児童館

九品寺4丁目24番4号

熊　本　市

昭和53年8月1日

鉄筋3階建

6,386rf (西原公園面積)

303.39m

昭和53年1月4日

昭和53年7月11日

52,585千円

(東部、龍田、託麻、幸田、清水、秋津、南部、花園の各児童館の施設の概要については市民センターに

一括記載)

5　身体障害者福祉

(1)目　　的

身体に障害を持つ人々の更生を援助し、その更生に必要な保護を行うとともに、当該障害者の自立と社会経

済活動-の参加を図ることを目的としている。

(2)身体障害者福祉の概要

身体障害者手帳の交付、更生医療の給付、補装具の交付・修理、施設入所措置のほか、在宅福祉サービス及

び社会参加促進事業の拡充に努めている。また、住宅環境整備対策として、本年度から障害者住宅改造費助成

事業を開始している。

福祉施設としては、昭和55年に「熊本市福祉センター希望荘」を開設し、さらに、平成5年7月には希望荘

デイサービスセンターをオープンした。
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(3)障害者の実態
(平成8年度)

年齢

障害別
1 8 歳未満 1 8 歳 以上 計

視 覚 障 害 1 7 2 , 0 1 4 2 , 0 3 1

聴覚又 は平衡機能障害 8 8 1 , 8 2 2 1 , 9 1 0

音 声 . 言 語 機 能 障 害 0 1 6 3 1 6 3

肢 体 不 自 由 2 2 7 8 , 8 7 9 9 , 1 0 6

内 部 障 害 8 4 4 , 9 2 4 5 , 0 0 8

計 4 1 6 1 7 , 8 0 2 1 8 , 2 1 8

( 4 )身体障害者更生援護状況
(平成8年度)

区 分

障害別

取扱実人員

相 談 . 指 導 及 び 措 置

手帳交付
補 装 呉

職業及 び

生活指導
更生 医療 施 設入所 その他

視 覚 障 害 1 ,22 1 9 1 26 5 12 9 8 70 8 1

聴 覚 障 害 1,03 8 2 52 12 3 0 18 7 61 9 0

音 声 . 言語 機 能 障 害 74 18 7 0 16 9 13

肢 体 不 自 由 5 ,1 7 1 7 3 0 8 9 1 2 9 268 3 ,115 55 0

内 部 障 害 3 ,6 49 7 6 6 2 32 1 ,6 9 5 3 646 6 10

計 ll ,153 1 ,8 5 7 1 ,5 18 1 ,7 3 6 31 4 5 ,40 1 1 ,3 44

(5)住宅改造費助成事業(平成9年5月1日開始)

目　　的　高齢者(要援護高齢者)及び障害者が、自宅において安全かつ快適な生活ができるように住

宅を改造する場合、必要な経費を助成することにより、当該要援護高齢者等の自立促進、寝

たきりの防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする.

対　象　者　おおむね65歳以上の要援護高齢者、身体障害者手帳の1級又は2級の所持者及び療育手帳の

Al又はAZの保持者で、その特性に配慮した構造に住宅を改造する工事をしようとする老

助成限度額　　9 0万円

9年度予算　　37, 000千円

(6)福祉バス(昭和5 3年度開-袷)

目　　的　身体障害者の地域の社会活動参加を容易にするため、福祉バス(定員32人で、このうち3人

程度は車椅子のまま利用できるもの)マイクロバス(定員14人内車椅子4人)ミニ福祉バス

(定員7-8人内車椅子2人)計3台を設置して身体障害者の福祉の増進をはかっている

対　象　者　　本市在住の身体障害者手帳所持者

事業内容　在宅障害者デイサービス事業受講者の送迎及び市長が適当と認めた各種訴習会、研修会、ス

ポーツ、レクリエーション、その他身体障害者の福祉の増進を図る事業等に無料で運行する

利用者数　　6, 272人(平成8年度)

9年度予算　18, 826千円

-no-



(7)身体障害者ホームヘルパー派遣制度
(平9.4.1現在)

奉 仕 員 派遣対象世帯 委 託 費 用

1 8 人 2 1 0 世帯 41,812千円

(荏)　昭和42年度から熊本市社会福祉協議会に委託実施
平成2年度から派遣対象世帯は所得税課税世帯を含み、サービスは家事及び介護サービスである

(8)身体障害者相談(平成8年度)

相　談　員　　54人(市費54人)

相談件数　1, 425件

9年度予算　1, 596千円

(g)身体障害者福祉電話貸与制度(昭和5 1年度開始)

目　　　的　　在宅の重度身体障害者に対し、福祉電話を貸与することにより日常生活の便宜を図り、その

福祉の増進をはかる

電話貸与台数　1 67台(平成9年4月現在)

貸付対象者　　外出困難な身体障害者(1、 2級)

9年度予算　　4, 898千円

(10)身体障害者自動車改造費助成事業

目　　　的　　就労等のた吟に自動車改造を要する身体障害者に対し、その費用の一部を援助し、社会復帰

助　成　額

対　象　者

9年度予算

の促進をはかる

100千円

本市に住民票がある重度の肢体障害者

1, 000千円

(ll)ガイド-ルパー派遣事業(昭和54年度開始、平成2年度二部改正、平成7年度一部改正)

目　　　的

利用延件数

9年度予算

在宅の重度視覚障害者及び全身性障害者が社会生活上外出するに際し、 -ルパーを派遣し、

付き添いを行わせる

1, 876件

, 210千円

(12)身体障害者自動車運転免許取得助成事業

目　　　的

助　成　額

対　象　者

9年度予算

免許取得に要する費用の一部を援助し、障害者の就労等社会活動への参加の促進をはかる

170千円

本市に住民票のある身体障害者(障害部位別の審査あり)

3, 400千円

(13)熊本市希望荘デイサービスセンター管理運営事業(社協委託)

在宅障害者の自立促進と生きがいの高揚のために、昭和60年10月から希望荘で実施していた社会適応訓練事

業、創作活動、軽作業等の事業のほか、平成5年7月から多目的訓練室、車いす浴室、男女浴室を備え、重度

障害者や障害者のふれあいの場として利用できる施設を運営している.

サー　ビス　(》社会適応訓練事業
内　　　容 ②創作・軽作業

③相談事業

④機能訓練

⑤入浴サービス

設　　　備　　1階　駐車場、機械室

2階　多目的訓練室、車いす浴室、ラウンジ、身障着用トイレ

3階　浴室(男女)、ラウンジ、身障着用トイレ
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(14)在宅身体障害者デイサービス事業(昭和6 0年1 0月開始)

日　　　的

事業内容

9年度予算

就労の機会等が得がたい在宅身体障害者が適所して創作活動、軽作業等を行うことにより、

その自立を図るとともに生きがいを高めることを目的とする

社会適応訓練事業、軽作業、機能訓練、相談事業、入浴サービス(男女浴室、車いす浴室)

54, 977千円

(15)手話通訳設置事業(昭和5 9年4月開始)

目　　　的

刑用件数

9年度予算

庁舎内に手話通訳者を設置し、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者の家庭生活、社会生

活におけるコミュニケーションを円滑に行い、その福祉の増進に資する

2, 291件

, 057千円

(16)心身障害者扶養共済制度(昭和4 5年6月1日開始)

目　　　的　　心身障害者の保護者が死亡又は障害者となった後、残された心身障害者に年金を支給し、障

害者の生活の安定と保護者のいだく不安を軽減しようとするもの

心身障害者　療育手帳所持者、身体障害者手帳所持者で障害の程度が1級から3級までの老及び精神又は

の　範　囲　身体に永続的な障害を有する者で、前述の者と同程度と認められる老

加　入　者　　心身障害者の保護者(心身障害者の配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族で現

に心身障害者を扶養しているもの)であって、 65歳未満の者

保　険　料

加 入 時 年 齢 34歳以下 35~ 3 9歳 4 0~ 44歳 45 ~ 49歳 50 ~ 54歳 5 5~ 5 9歳 6 0~ 64歳

保 険 料
円 円 円 円 円 円 円

3,50 0 4 ,50 0 6 ,00 0 7 ,4 00 8 ,90 0 1 0 ,8 0 0 13 ,30 0

(荏)　20年以上この制度に加入し、かつ、年齢が65歳以上の者は、掛金の納付を免除

給　付　金　　加入者が死亡又は障害者となったときは、心身障害者を扶養する老(年金管理者)に対し、

毎月20,000円-40,000円の年金を支給する

加入後1年以上の者で心身障害者が死亡したときは加入期間に応じて一時金として20,000

円　400,000円を支給する

(17)心身障害者福祉タクシー事業(平成元年10月開始)

目　　　的　　重度心身障害者の生活圏拡大と社会参加の促進をはかる

制度概要　　タクシー利用券(490円)リフト付タクシー利用券(1,350円)を年36枚交付する

対　象　者　　本市に居住する身体障害者手帳所持者で障害の程度が1級、 2級の著、療育手帳所持者で障

害の程度がA.、 A2の老及び精神障害者手帳1級、 2級の者(所得税非課税の者に限る)

9年度予算　　38, 000千円

(18)熊本市優待証(さくらカード)交付(平成8年10月1日開始)

(市民福祉の項目に記載)

(19)市民福祉特別手当

(平9.4.1現在)

手 当 の 種 類 支 給 要 件 金額 (年額) 人 員

重度心身障害児手当 障害等級 1 級 2 級 .知能指数35以下の20歳未満 6 , 0 0 0 円 0

中度心身障害児手当 ′′ 3 級 4 級 ′′ 50以下の ′′ 3 , 0 0 0 1

(注)　障害福祉年金、福祉手当、特別児童扶養手当の受給者、施設入所中のものは除く
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(20)身体障害者手帳交付

日　　　的　　身体障害者手帳を交付し、当該障害者の福祉の増進を図る

内　　　容　身体障害者手帳の等級決定及び交付諮問機関(熊本市地方社会福祉審議会身体障害者福祉専

門分科会審査部会)

9年度予算　　2, 093千円

(21)障害者緊急通報システム事業

目　　　的　　緊急通報システムを導入し、 24時間体制で緊急時に備え,在宅の単身重度障害者が安心して

生活できるようにする。

対　象　者

9年度予算

市内に住民票のある単身等の重度障害者

5, 354千円

(22)要約筆記奉仕員派遣事業

目　　　的

対　象　者

9年度予算

手話習得が困難な聴覚障害者のコミュニケーション手段として要約筆記奉仕員を派遣し聴覚

障害者の社会参加を促進する。

市内に住民票のある聴覚障害者

500千円

(23)障害者生活訓練事業

目　　　的　　障害者の自立と社会参加を促進するため、視覚障害者の日常生活上必要な訓練・指導を行う.

対　象　者　　本市に住民票のある視覚障害者

9年度予算　1, 000千円

(24)障害者住宅整備費助成事業

目　　　的　　重度の障害者がいる世帯に対し、住宅を障害者に適するよう改造する場合、その費用を助成

し、障害者の自立促進と家族等介護者の負担軽減を図る。

対　象　者　　本市に住民票のある身体障害者手帳所持者で障害の程度が1級・ 2級の著、療育手帳所持者

で障害の程度がAi・A2の者の世帯(所得制限あり)

9年度予算　　37, 000千円

(25)難病患者等居宅生活支援事業

目　　　的　　介護、家事等を必要とする難病患者等の社会参加を促進するため、ホーム-ルパーの派遣、

対　象　者

9年度予算

日常生活用具の給付、施設の短期入所を行う.

難病愚老等で他法の適用を受けない老

4, 638千円

(26)産休代替職員経費補助金

目　　　的　　施設職員が産休等で代替職員を必要とする場合、その雇用経費の一部を補助する

9年度予算　　5 9 3千円

(27)身体障害者福祉工場運営費補助

目　　　的　　一般企業に就職が困難な身体障害者を雇用し、適切な環境の下で社会的自立を促進させる

施　設　名　　熊本福祉工場

9年度予算　　45, 409千円

(28)身体障害者福祉施設整備補助金

目　　　的　　民間法人が整備する社会福祉施設に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等

の福祉の向上を図ることを目的とする。

9年度予算　　98, 150千円
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(29)施　　　設

(平9.4.1現在)

施 設 種 別 施 設 名 経 営 主 体 定 員 措 置 人員

肢 体 不 自由者 更 生 施 設
能 力 開 発 セ ン タ ー (熊 本 市 ) 熊 本 県 50 ll

天草 リハ ビリテーシ ヨソセンター (天 草 町 ) 社 会 福 祉 法 人 50 5

重 度 身 障 更生 援 護 施 設

天 草 整 肢 園 (天 草 町 ) 社 会 福 祉 法 人 5 0 ll

太 陽 の 家 . ゆ た か 案 (別 府 市 ) ′′ 5 0 1

別府 リハ ビリテーシ ョンセンター (別 府 市 ) ′′ 5 0 6

身 障 授 産 施 設

苓 南 寮 (本 渡 市) ′′ 60 10

太 陽 の 家 (別 府 市 ) ′′ 1 35 1

常 明 園 (長 崎 県 ) ′′ 55 1

適 所 授 産 施 設
ラ イ ン 工 房 (熊 本 市 ) ′′ 30 2 3

イ ン タ ー ワ ー ク (産 山 村 ) ′′ 20 2

重 度 授 産 施 設

く す の き 園 (松 橋 町 ) 熊 本 県 5 0 5

天 草 更 生 .園 (苓 北 町 ) 社 会 福 祉 法 人 10 7 3

白 鳩 園 (西 合 志 町 ) ′′ 5 7 16

太 陽 の 家 (別 府 市 ) ′′ 19 0 1

大 牟 田 恵 愛 園 (大 牟 田市 ) ′′ 50 4

工 芸 会 ワ ー ク セ ン タ ー (福 岡 県 ) ′′ 90 1

重 度 身 障 療 護 施 設

た ま き な 荘 (玉 名 市 ) ′′ 1 10 16

く ま む た 荘 (城 南 町 ) ′′ 80 16

星 光 園 (本 渡 市 ) ′′ 80 2

石 蕗 の 里 (芦 北 町 ) ′′ 50 1

た .ち ば な 園 (阿 蘇 町 ) ′′ 50 9

愛 隣 館 (山 鹿 市 ) ′′ 70 2 7

慈 久 園 (福 岡 県 ) ′′ 6 0 1

騰 々 舎 (大 分 .県 ) ′′ 5 0 2

清 友 の 里 (宮 崎 県 ) ′′ 5 0 1

け や き ホ ー ム (人 吉 市 ) ′′ 5 0 5

朋 暁 苑 (熊 本 市 ) ′′ 5 0 28

く ぬ ぎ 園 (西合 志 町) ′′ 5 0 12

点 字 図 書 館 熊 本 県 点 字 図 書 館 (熊 本 市 ) ′′ - -
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6　精神薄弱者福祉

くり相談・手続状況(平成8年度)

障害別区分

性 別

障 害
.男 女 計

精

秤

薄

弱

軽 度 25 3 14 9 4 02

中 度 3 18 15 7 ・17 fj

重 度 29 8 18 0 47 8

最 重 度 14 4 7 5 2 19

重症心身障害 0 0 0

情 緒 障 害 0 0 0

言 語 機 能 0 0 0

性 格 行 動 問 題 0 0 0

身 体 障 害 2 0 2

精 神 障 害 0 0 0

そ の 他 5 0 5

計 1 ,0 20 5 61 1 ,5 8 1

(2)措置指導状況

年齢別区分

性別

年齢
男 女 計

0 歳～ 5 歳 301 10 6 4 07

-12 2 37 10 1 3 38

13 ~ 15 10 0 3 4 1 34

16 ~ 2 0 12 2 6 9 1 91

2 1歳 以上 260 25 1 5 11

計 1,02 0 56 1 1′58 1

(平成8年度)

種 別

性別
生 活 教 育 施 設 職 業 医 療 その他 計

男 58 2 1 19 0 40 57 9 1′22 1

女 55 6 1 l l 1 l l 7 0 65 0

計 1 ,13 8 2 3 0 1 5 1 64 9 1 ,8 7 1

(3)心身障害児(者)ホームヘルパー派遣　　　(辛.4.1現在)

奉 仕 員 派遣対象世帯 委 託 費 用

7人 7世帯 27,937千円

(注)　昭和46年度から熊本市社会福祉協議会に委託実施
平成2年度から派遣対象世帯は所得税課税世帯を含み、家事及び介護サービスとする

(4)職親制度(平9. 4. 1現在)

事業内容　　精神薄弱者を自己の下に預り、その更正に必要な指導訓練を行う

職親登録　　　2 4事業所

職親委託数　　3人

委託料　　　1人月額　23, 000円

(5)精神薄弱者相談(平成8年度)

相談員　　　　1 7人

相談件数　　　2 0 0件

9年度予算　　5 0 0千円
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(6)社会事業授産施設措置状況(平9. 4. 1現在)

事業内容　　身体上もしくは精神上の理由又は世帯の事情により現業能力の限られている要保護者に対し

て就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えてその自立を助長する

熊本授産場委託者　　6人

委託料　　　　　　1人月額　98, 510円

( 7 )精神薄弱者援護施設入所措置状況
(平9.4.1現在)

施 設 種 男U ffi sa 定 員 (重 度 ) 手管 置 人 員

更 生 施 設

も み の 木 園 (熊 本 市 ) 6 0 ( 2 0 ) 2 9
苓 山 寮 (禾 渡 市 ) 6 0 C 3 0 3 9

な ぎ さ 寮 (牛 深 市 ) 6 0 ( 2 0 ) 9

つ つ じ ヶ 丘 学 園 (球 磨 郡 ) 5 0 C 2 0 3 4

滑 香 圏 (下 益 城 郡 ) 4 0 7
清 香 園 ㈲ (下 益 城 郡 ) 7 1
南 海 寮 (禾 渡 市 ) 6 0 ( 4 0 ) 4
す み れ 園 (鹿 本 郡 ) 6 0 ( 3 0 l l

高 森 廉 く阿 蘇 郡 ) 5 0 C 3 0 ) 1 0
迎 幸 学 園 (亨四 水 町 ) 5 0 ( 2 0 ) 8

第 二 明 星 学 園 (上 益 城 郡 ) 5 0 C 3 0 ) 9

精 粋 園 (玉 名 郡 ) 4 0 1 3

き ず な の 里 (天 =革 郡 ) 5 0 6
氷 川 学 園 (入 代 郡 ) 5 0 7
わ ら び 学 園 (菊 池 市 ) 5 0 6

赤 坂 園 (福 岡 県 ) 1 0 0 ( 2 0 3

天 水 生 命 学 園 (玉 名 郡 ) 4 0 ( 2 0 ) 1 4

城 南 学 園 (下 益 城 郡 ) 5 0 ( 2 0 ) 1 0
城 南 学 園 OS ) C下 益 城 郡 ) 7 3
は な ぞ の 学 苑 6画 (熊 本 市 ) 6 0 5 9
う緊 き 聖 母 の 家 (大 分 県 ) 8 6 1

第 2 つ つ じ ヶ 丘 学 園 (球 磨≡ 郡 ) 5 0 ( 2 0 1

= 気 の 里 (菊 池 郡 ) 5 0 2 9
第 二二 小 国 学 園 (阿 蘇 郡 ) 3 0 4
ゆ た か 学 園 (熊 二本. 市 ) 5 0 C 2 0 ; 2 9
熊 東 園 (益 城 町 ) 5 0 3 1 .

熊 東 園 ㈲ (益 j戎 町 ) 7 3

う す ま 苑 (南 関 町 ) 3 0 8

第 二 大 き工 学 園 (熊 本 市 ) 3 0 1 6
平 成 学 園 ㈱ (熊 本 市 ) 6 0 5 6
つ く し の 里 (大 津 町 ) 3 0 1 9

ノ＼ 代 学 園 (ノ＼ 代 市 ) 3 0 6

字 城 学 園 (宇 土 市 ) 3 0 7
コ ロ ニ ー 雲 仙 更 生 寮 (長 崎 県 ) 5 0 1
熊本ライトハウスのぞみホーム (熊 本 市 ) 3 0 l l
さ く ら 学 園 (鹿 央 町 ) 3 0 1
江 津 湖 療 育 園 (熊 本 市 ) 4 0 2 8
湧 水 の 里 (五 和 町 ) 3 0 8

居 屋 敷 の 里 (菊 池 郡 ) 3 0 5

茨 木 学 園 (大 阪 腐 ) 1 0 0 1

田 主 丸 一 麦 寮 (福 岡 県 ) 9 0 1

北 野 学 園 (福 岡 県 ) 6 0 1

ま受 産 施 設

蓮 の 実 団 地 (福 岡 県 ) 1 2 0 2

仁 愛 事 業 所 ㈲ (熊 本 市 ) 4 0 3 7
仁 愛 和 光 学 園 (熊 本 市 ) 4 0 1 5
ゆ き ぞ の 学 園 (下 益 薗乞郡 ) 5 0 8
阿 蘇 く ん わ の 里 (阿 蘇 郡 ) 5 0 l l

荒 尾 市 中 f昏作 業 所 (荒 尾 市 ) 6 0 2

熊 本 こ す も す 園 (下 益 城 郡 ) 5 0 9

菊 陽 学 園 (菊 陽 町 ) 5 0 1 2
ワ I ク シ ョ ッ プ 絹 本 ㈱ (熊 本 市 ) 2 5 2 2
熊 本 菊 陽 学 園 適 所 ㈲ (菊 陽 町 ) 1 0 8

友 愛 会 授 産 場 ㈲ (熊 本 市 ) 3 0 2 6

友 愛 会授 産 場 (ワークグ.)-ン) G埠 (熊 本 市 ) 1 0 9

心 陽 学 園 (下 益 城 郡 ) 5 0 1 4

あ ゆ の 里 学 園 (上 益 ⇒洗 郡 ) 5 0 1 2

第 一 苓 山 寮 (本 渡 市 ) 3 0 1

大 津 あ ゆ み 園 OS C菊 池 郡 ) 2 0 2
第 二二 ま或 南 学 園 ㈲ (下 益 城 君β) 2 .0 1 0
菊 陽学園 (ワーク菊 陽) G㊨ (菊 陽 町 ) 5 2

菊 陽学園 (ワI ク大津) 6画 (大 津 町 ) 5 2

野 々 島 学 園 (菊 池 郡 ) 2 0 1 6

計 2 , 7 2 2 ( 3 4 0 ) 入 所 4 07 通 所 29 6

(8)精神薄弱者通勤寮措置状況
(平9.4.1現在)

施 設 名 定 員 措 置 人 員

仁 愛 通 勤 寮 (熊 本 市) 2 0 9

通 勤 寮 もみ の木 ( 〟 ) 3 0 9

本 渡 通 勤 寮 (本 渡 市) 2 0 2
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( g )精神薄弱者ゲル-プホーム措置状況
(平9.4.1現在)

施 設 名 定 員 措 置 人 員

ゆきぞのグループホーム (砥 用 町) 4 1

友 加 の 里 (阿 蘇 町) 4 1

青 葉 荘 ( ′′ ) 5 1

希 望 荘 ( ′′ ) 4 1

浜 荘 (本 渡 市) 2 2

第 二 菊 陽 ホ ー ム (菊 陽 町) 7 4

グル ープホー ム藤山 (城 南 町) 4 1

仁 愛 土 河 原 ホ ー ム (熊 本 市) 4 3

仁 愛 春 日 ホ ー ム ( ′′ ) 4 1

グル ープホー ム金山 (荒 尾 市) 4 1

の ぞ み ホ ー ム (熊 本 市) 4 4

(10)心身障害児(者)施設地域療育事業

目　　　的　　在宅の心身障害児(者)に対する適切な療育を確保するために、施設の備えている障害児

(老)に対する専門的な療育機能を活用した下記の事業を行うことにより、当該障害児

(者)の福祉向上を図る

事業内容　　心身障害児短期療育事業

精神薄弱者生活能力訓練事業

心身障害児(者)巡回療育相談事業

心身障害児(老)短期入所事業

心身障害児(老)施設プール開放事業

9年度予算　　3, 34　千円

(ll)障薯児(者)療育等支援事業

目　　　的　　在宅の心身障害児(者)に専門的な療育指導を受けさせるとともに、ボランティア活動の育

成や、障害児保育をサポートすることにより、在宅障害児(老)の地域における生活を支援

する。

対　象　者

9年度予算

本市に住民票のある在宅障害児(老)及びその保護者

10, 774千円

(12)産休代替職員経費補助金

目　　　的　　施設職員が産休等で代替職員を必要とする場合、その雇用経費の一部を補助する

9年度予算　　5 9 3千円

(13)精神薄弱者福祉工場運営費補助

目　　　的　　一般企業に就職が困難な精神薄弱者を雇用し、適切な環境の下で社会的自立を促進させる

施　設　名　　熊延観光福祉工場

9年度予算　　23, 401千円

(14)精神薄弱者福祉施設整備補助金

目　　　的　　民間法人が整備する社会福祉施設に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等

の福祉の向上を図る

9年度予算　　232, 981千円
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(15)施　　　設

名　　　称

所　在　地

設置主体

経営主体

開設年月日

建物構造

敷地面積

建物面積

建　設　費

委　託　料

定　　　員

主な設備

はなぞの学苑(精神薄弱者通所更生施設)

花園7丁目12番15号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

昭和57年5月1日

鉄骨造2階建

1, 948. 79m

延981. 89:

168, 477千円

Ill, 271千円(平成9年度予算)

60人

(IF)事務室(相談室含)　食堂

医務室　更衣室　木工室

セメント作業室　シャワー

室　厨房　洗面所

(2P)調理実習室　和室(倉庫含)

紙器工作室　生活指導室　娯

楽室　会議室(倉庫　ステー

ジ　放送室)

名　　　称　　熊本市福祉センター希望荘

所　在　地　　大江5丁目1番15号

設置主体　　熊本市

経営主体　社会福祉法人　熊本市社会福祉協議会

開設年月日　　昭和55年6月1日

建物構造　鉄筋コンク1)-ト地上3階(一部塔屋4階)

敷地面積　　898rrf

建物面積　　延1, 232. 23nf

建　設　費　　270, 445千円

委　託　料　　54, 803千円(平成9年度予算)

主な設備　　(IF)憩の間　相談室　ボランティ

ア控室　湯沸室　身障便所

事務室　管理人室

(2P)音楽室(防音)　生花・着付

研修室　料理実習室　大ホー

ル(防音・映写装置)　湯沸

室　身障便所

(3F)プレイルーム　大会議室　和

室　湯沸室
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平成学園(精神薄弱者適所更生施設)

小島下町1732番地1

屋mm

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

平成2年9月1日

鉄筋コンクリート造平家建(一部2階建)

24, 066. 61iri

延2, 164. 63nf

553, 399千円

166, 930千円(平成9年度予算)

6 0人(短期宿泊訓練施設定員1 0人)

(管理棟)事務室　多目的ホール

(訓練棟)訓練室　感覚言語訓練室　プレイ

ルーム　調理実習室　相談室　食

堂　医務室　休養室　陶芸作業所

自立生活訓練作業所

(宿泊棟)短期宿泊訓練用居室

(ふれあい棟)談話室和室研究室会議室

熊本市希望荘デイサービスセンター

大江5丁目1番15号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉協議会

平成5年7月10日

鉄筋コンクリート地上3階(一部塔屋4階)

257. 69id

延691. 39rri

240, 083千円

54, 977千円(平成9年度予算)

(在宅障害者デイサービス事業に含む)

(IF)駐車場　機械室

(2F)多目的訓練室　車椅子浴室

ラウンジ　身障便所

(3F)浴室(男・女)　ラウンジ

身障便所



7　高　齢　者　福　祉

(I)高齢者の推移

年 度

区分
4 5 6 7 8

6 5 歳 ～ 6 9 歳 2 7 ,32 1 2 8 ,43 1 2 9 ,62 7 3 0 ,55 4 31 ,43 7

7 0 歳 以 上 5 2′73 2 5 4 ,83 1 5 6 ,94 7 5 7 ,8 3 1 62 ,49 7

計 8 0 ,05 3 8 3 ,26 2 8 6 ,57 4 88 ,38 5 93 ,93 4

全 人 口に 対 す る割 合 (% ) 12 .58 13 .0 2 13 .4 7 13 .8 5 14 .3 6

(注)　各年度10月1日現在推計

(2)施　　　設

ア　老人福祉センター

名　　　称　　中央老人福祉センター

所　在　地　　南千反畑町10番7号

設置主体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法大　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　昭和50年9月2日

構　　　造　　鉄筋2階建

敷地面積　　54lirf

建物面積　　延496n壬

建　設　費　　51, 435千円

開館時間　　午前9時～午後5時

使　用　料　　浴室使用料　100円

定　　　員　　200人

主な設備　　集会室　　娯楽室

図書室　　浴室男女各1

機能回復訓練室　　事務室

名　　　称　　西老人福祉センター

所　在　地　　小島上町4番地

設置主体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　昭和49年7月10日

構　　　造　　木造平家建

敷地面積　　3, 400m

建物面積　　延252rr至

建　設　費　　25, 875千円

開館時間　　午前9時～午後5時

使　用　料　　浴室使用料　100円

定　　　員　100人

主な設備　　集会室　　娯楽室　　談話室

図書室　　浴室男女各1

事務室　　電話相談室
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東老人福祉センター

健軍本町31番20号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

平成6年5月22日

鉄筋コンクリート造平家建

1, 395. 69rd

延343. 96ni

142, 116千円

午前9時～午後5時

浴室使用料　100円

100人

娯楽室　浴室　事務室

相談室

南老人福祉センター

川尻4丁目8番1台号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

昭和49年6月27日

木造平家建

4 1 0:

延264ir?

24, 486千円

午前9時～午後5時`

浴室使用料　100円

100人

集会室　　談話室　　娯楽室

図書室　　浴室男女各1

事務室　　電話相談室

塁



名　　　称　　北老人福祉センター

所　在　地　　八景水谷1丁目2番6号

設置主体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　昭和48年10月22日

構　　　造　　鉄筋平家建

敷地面積　　2, 96lrd

建物両耳　　延296ir子

建　設　費　　24, 300千円

開館時間　　午前9時～午後5時

使　用　料　　浴室使用料　100円

定　　　員　100人

主な設備　　集会室　　娯楽室　　談話室

図書室　　浴室男女各1

事務室　　電話相談室

名　　　称　　天明老人福祉センター

所　在　地　　銭頻町2172番地

設置主体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　平成3年9月8日

構　　　造　　鉄筋コンクリート平家建

敷地面積　1, 272id

建物面横　　延380. 5ri

建　設　費　　99, 330千円

開館時間　　午前9時～午後5時

使　用　料　　浴室使用料　100円

定　　　員　　100人

主な設備　　大広間　　多目的ホール

浴室男女各1　和室

食堂　　事務室

名　　　称　　西里老人福祉センター

所　在　地　　徳王町字藤原870番地

設置主体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法大　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　平成7年10月1日

構　　　造　　鉄筋コンクリート平家建

敷地面積　　2, 509n?

建物面積　　延513. 82iri

建　設　費　141, 375千円

開館時同　　午前9時～午後5時

使　用　料　　浴室使用料　100円

定　　　員　150人

主な設備　　集会室　　多目的ホール

浴室男女各1　娯楽室

図書室　　機能回復訓練室

相談室　　研修室

事務室
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川上老人福祉センター

梶尾町1279番地1

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

昭和47年4月1日

鉄筋平家建

2, 369id

延655. 6rrf
合併による

午前9時～午後5時

浴室使用料　100円

150人

集会室　　娯楽室

浴室男女各1　事務室

機能回復訓練室　　図書室

河内老人福祉センター

河内町船津2708番地

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

昭和51年1月21日

鉄筋コンクリート及び鉄筋造2階建

2, 629. 3ni

延577. 5rd

合併による

午前9時～午後5時

浴室使用料　100円

150人

集会室　　相談室　　娯楽室

図書室　　浴室男女各1

事務室



利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成8年度)
施設名

区分
中 央 東 西 甫 北 川 上 河 内 天 明 西 里 計

利 用 者 44,356 37,586 27,278 15,572 23 ,436 34,565 16,103 17 ,533 24,148 240,577

1 日平均利用者 152 129 93 53 80 118 55 60 83 91

使用料収入 (円) 284,320 373,600 211,520 111,000 87,860 3,389,700 1,980,000 1,361,3 338,940 1,138,240

イ　養護老人ホーム

名　　　称

所　在　地

運営主体

開設年月

種　　　別

構　　　造

敷地面積

建物面積

建　設　費

定　　　員

主な設備

措置状況

明　生　園

花園7丁目19番1号

熊本市

昭和54年10月

養護老人ホーム

鉄筋コンクリート瓦葺2階建

一部平家建

13, 159. 9m

延3, 231. 24rf

459, 080千円

120人

集会所　談話室　作業室　医務室

静養室　浴室　洗濯室　面会室

ソーラーシステム給湯設備

明　飽　苑

全音町1051番地1

熊本市

昭和45年4月

養護老人ホーム

鉄筋コンク1)-トブロック造、亜鉛メッキ銅板葦

平家建

3, 642. 6m

延1, 079. 8ni

23, 784千円

50人

集会所　談話室　医務室　静養室　浴室　洗濯室

(平9. 3.31現在)

施設名

区別

明 生 園 明 飽 苑

男 女 計 男 女 計

熊 本 市 (市費) 43 74 117 18 30 48

ウ　老人憩の象(昭和4 8年度開始)

目　　　的　　高齢者に対し教養の向上、レク1)エーション及び集会等のための場を提供し、もって高齢者

の心身の健康の増進を図る

設置主体　　熊本市

運営方法　　各老人憩の家運営委員会に委託

構　　　造　　木造平家建

建物面積　　平均　501遥前後

建　設　費　　約800万円(平成8年度平均)

施設内容　　集会場　トイレ　台所　その他

施　設　数　129カ所　9年度2カ所建設予定

運営費補助　1施設当たり年額45, 00 0円

開館時間　　午前9時～午後5時

使　用　料　　無　料
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エ　老人デイサービスセンター

名　　　称　　熊本市長寿の里デイサービスセンター
所　在　地　　城山薬師町780番地

設置主体　　熊本市

運営主体　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　平成4年12月22日
構　　　造　　鉄筋コンクリート平家建

敷地面積　　7, 30On壬

建物面横　　延1, 448. 54rd

建　設　費　　　07, 736千円

開館時間　　午前9時～午後5時(月曜日～金曜日)

主な設備　　デイルーム　食堂　休養室　浴室
研修室　静養室　歯科静療所

名　　　称　　熊本市西里デイサービスセンター

所　在　地　　徳王町字藤原870番地

設置主体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法大　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　平成7年10月1日

構　　　造　　鉄筋コンクリート平家建

敷地面積　　2, 509rd

建物面積　　延415. 72iri

建　設　費　129, 331千円

開館時間　　午前9時～午後5時(月曜日～金曜日)

主な設備　　デイルーム　食堂　休養室　浴室

介護者教育室

オ　在宅福祉センター

熊本市南部在宅福祉センター

熊本市東部在宅福祉センター

熊本市中央在宅福祉センター

カ　その他の施設

熊本市秋津デイサービスセンター

秋津3丁目17番17号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

平成7年5月29日

鉄筋コンクリート平家建

375. 65rd

延642. 26nf
212, 051千円

午前9時～午後5時(月曜日～金曜日)
デイルーム　食堂　休養室　浴室

研修室

施設の概要については市民福祉の項目に記載

種 別 施 設 名 運 営 主 体 施 設 長 所 在 地 認 可 年 月 定 員

養 護 慈 愛 園 老 人 ホ ー ム 社 会 福祉 法 人 上 原 勇一 神 水 1 丁 目14番 1 号 昭 2 1 . l l 7 0

老 人 要 一 ム 聖 母 の 丘 ′′ 潰 崎 テ ル子 島 崎 6 丁 目 1 番 27号 昭 2 1 . l l 5 0

′′ ラ イ ト ホ ー ム ′′ 中 川 虞也 黒 髪 5 丁 目23番 1 号 昭 26 . 5 5 0

′′ 熊 本 め ぐ み の 園 ′′ 青 木 淑 子 小 山 町 178 1番 地 昭 47 . 2 50

特 別 養 護 パ ウ ラ ス ホ ー ム ′′ 陣 内 ヒ ロ ミ 神 水 1 丁 目14番 1 号 昭 39 . 7 60

老 人 守 一 ム 桜 ケ 丘 寿 徳 苑 ′′ 藤 院 了幸 小 山 町 24 93 番 地 昭 49 . 5 1 20

′′ 天 望 庵 ′′ 石 田 正彦 龍 田町 陳 内17 37 番 地 昭 60 . 4 8 0

′′ バ ラ 苑 ′′ 青 木 祐 心 小 山 町 178 1番 地 昭 6 2 . 4 50

′′ み ゆ き 園 ′′ 肱 岡 確 御 幸 笛 田町 吾 柔 番 地 1 昭 6 3 . 8 50

′′ く わ の み 荘 ′′ 跡 部 尚子 鹿 子 木 町 4 05番 地 昭 48 . 8 1 20

′′ 天 寿 園 ′′ 米 満 淑 恵 奥 古 閑 町 4 359 番 地 平 2 . 7 50

′′ シ ル バ ー 日 吉 ′′ 森 上 信 子 平 成 2 丁 目 6 番 9 号 平 5 . 4 50

′′ 和 荘 ′′ 後 藤 偉 裕 城 山大 塘 町 1 54 3番 地 平 6 . 4 50

′′ リ デ ル ホ ー ム ′′ 模 本 益 恵 黒 髪 5 丁 目2 3番 1 号 平 3 . 6 50

′′ リ バ ー サ イ ド熊 本 ′′ 野 口 駿 河 内町 野 出 193 6番 地 1 平 7 . 6 50

′′ コスモス . 7 7 ミ1) ー熊本 ′′ 河 本 達 や 太 郎 迫 町 144 番 地 1 平 8 . 4 5 0

′′ 聖 母 の 丘 ′′ 中村 シ ゲ子 島崎 6 丁 目 1 番 2 7号 平 8 . 10 5 0

′′ ヴ ィ ラ . な が み ね ′′ 西 靖 子 長 嶺 南 4 丁 目12番 6 5号 平 9 . 4 5 0
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( 3)老人ホームヘルプサービス事業(平成8年度実験)
老 人 ホ ー ム ヘ ル パ ー 数 (人)

派遣世 帯数 事業費 (千 円)熊本市福祉公社ヒユーマソライフ l在宅介… セ桝
計

専任ヘルパ ー 登録ヘルパ ー

1 0 4 8 3 1 ( 6 7 ) 1 3 6 ( 5 3 ) 2 2 4 1 , 7 3 5 6 7 5 , 6 5 7

(注)福祉公社の登録-ルパー及び在宅介護支援センターの( )内は、常勤換算数.計欄には常勤換算
数を加算する

(4)老人短期入所(ショートステイ)運営事業

寝たきりの高齢者を介護している家族が、疾病、冠婚葬祭、旅行等の理由により、居宅での介護が困難な場

合、一時的に老人ホームに入所させる。

利用状況

区 分 年 度
4 5 6 7 8

件 数 (件 ) 1 ,43 7 2 ,0 55 2 ,84 8 3 ,6 5 5 4 ,6 73

延 日 数 ( 日) 8 ,45 0 9 ,8 70 l l ,67 3 15 ,2 2 2 2 0 ,48 9

(5)老人デイサービス運営事業(昭和6 1年度開始)

目　　　的　　在宅の要援護老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図ると

ともに、その家族の負担を軽減する

対　象　者　　おおむね65歳以上の在宅の虚弱な高齢者及び痴呆性高齢者

事業内容　　適所の方法により入浴、給食等各種のサービスを提供する

施設一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

香 .託 先 実 施 施 設 対 象者 数 9 年 度 委 託 料

A

塗

社 会 福 祉 法 人 慈 愛 園 慈 愛 園 デ イ サ ー ビス セ ンタ ー 1 0 8 3 6 . 2 1 0

社 会 福 祉 法 人 桜 ケ.丘福 祉 会 桜 ケ丘 寿 徳 苑 デ イ サ ー ビス セ ン タ ー 1 4 1 3 6 , 2 1 0

社 会 7霞祉 法 人 御 幸 会 み ゆ き園 デ イ サ ー ビス セ こ/ ク ー 1 5 1 3 6 , 2 1 0

B

型

社 会 福 祉 法 人 慈 堆 会 天 皇 庵 デ イ サ ー ビス セ ンタ ー 1 5 5 2 3 ′ 9 1 0

社 会 福 祉 法 人 寿 貴 会 天 寿 園 デ イ サ ー ビス セ ンタ I 1 5 4 2 3 , 9 1 0

社 会 福 祉 法 人
1) デ ル ライ ト記 念 老 人 ホ ー ム

3 -ー カ 1) 苑 デ イサ - ビス セ ン タ ー 1 2 5 2 3 , 9 1 0

社 会 福 祉 法 人 熊 本 甫 福 祉 会 シル バ ー 日吉 デ イ サ I ビス セ ン タ ー 2 3 3 2 3 , 9 1 0

社 会 福 祉 法 人 真 光 会 三 和 荘 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 1 8 3 2 3 , 9 1 0

社 会 福 祉 法 人 青 山 会 くわ の み 荘 デ イ サ ー ビスセ ン タ ー 1 3 8 2 3 ′ 9 1 0

社 会 福 祉 法 人
熊 本 厚 生 事 業 福 祉 会 1) バ ー サ イ ド熊 本 デ イサ ー ビス セ ン タ ー 1 6 9 2 3 , 9 1 0

社 会 福 祉 法 人 佐 土 原 福 祉 会 パ ン′フeキ ン′ハ ウ スデ イサ ー ビス セ ン′ク ー 5 2 2 8 , 9 7 2

社 会 福 祉 法 人 愛 誠 会 コスモス . フ ア ミ1} I デイサ ー ビスセ ンター 7 5 2 3 , 9 1 0

社 会 福 祉 法 人
熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団

熊 本市 長 寿 の 里 デ イ サ ー ビス セ ン タ ー 2 8 9 1 3 7 , 8 9 2

熊 本市 秋 幸事デ イ サ ー ビスセ ン タ ー 1 0 0 6 2 , 5 9 9

熊本 市 西 里 デ イ サ ー ビスセ ン タ ー 1 2 7 6 3 , 6 6 7

財 団 妻を人
熊 本 市 福 祉 公 社
ヒ ュ ーマ ン′ライ フ

熊 本市 南 部 在 宅 福 祉 セ ン タ ー 1 4 0 5 5 , 5 4 4

熊 本 市 東 部 在 宅 福 祉 セ ン タ - 1 1 2 5 0 , 8 5 5

社 会 福 祉 法 入 金 ⇒或会 暁 荘 デ イ サ ー ビス セ ン ター 6 2 2 3 , 9 1 0

社 会 福祉 法 人 聖 母 会 聖 母 の 丘 デ イ サ ー ビス セ こ/ クー 7 7 2 3 , 9 1 0

社 会 福 祉 法 入 明 芳 会 ヴィ ラ . な が み ね デ イ サ ー ビス セ こ/ ク ー 2 2 3 , 9 1 0

E

毒型

社 会 福祉 法 人
1) デ ル ライ ト記 念老 人 ホ ー ム

ユ ー カ リ苑 デ イ サ ー ビス セ ン タ ー 2 7 1 6 , 3 4 4

社 会 福祉 法 人 桜 ケ丘 福 祉会 桜 ケ丘 寿徳 苑 デ イ サ ー ビス セ ン タ ー 1 5 1 6 , 3 4 4

社 会 福祉 法 人 熊本 甫福 祉 会 シ ル バ ー 自書 デ イ サ ー ビス セ ン タ ー 8 1 6 . 3 4 4
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(6「)入浴サービス事業(昭和4 7年1 1月開始)

目　　的　入浴困難な寝たきりの高齢者及び重度の身体障害者等で、常時介護を要する者に対して、定

期的に浴槽車を派遣して、適切な入浴のサービスを行う(熊本市福祉公社ヒューマンライフ

-委託)

車　　　両　　移動浴槽皐　　2台

簡易入浴車　1台

従　事　者　　運　転　手　　3人

ホーム-ルパー　8人

看　護　婦　1人

対象者教　　99人(1人につき月3-4回派遣) (平9.4.1現在)

(7)老人日常生活用具給付等事業(昭和56年8月20日開始)

目　　的　日常生活用具を給付又は貸与することにより、要援護高齢者等の日常生活の便宜及び家族等

の介護負担の軽減を図る

給付・貸与対象者　おおむね65歳以上の要援護高齢者

9年度予算　135, 000千円

事業実績

年 度

区分
4 5 6 7 8

件 数 (件) 644 795 765 914 1,098

所 要 額 (円) 25,790,130 46,424 ,125 68 ,419′374 72 ,316,262 90,386,653

(8)寝具乾燥(昭和53年度開始)

目　　　的

対　象　者

事業内容

対象者数

9年度予算

65歳以上の寝たきりの高齢者及び重度心身障害者(児)の寝具の無料乾燥事業を行うことに

ょり寝たきりの高齢者及び重度心身障害者(児)の福祉の増進を図る

寝たきりの高齢者及び重度心身障害者(児)の世帯

業者に委託し、対象者宅を巡回訪問して実施

1 89人(平成8年度)

700千円

(9)在宅介護支援センター運営事業(平成2年度開始)

目的及び　在宅で寝たきりの高齢者等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅

事業内容　で寝たきりの高齢者等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種保健、福祉

サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等

の便宜を供与し、もって、地域の要介護の高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目

的とする

対　象　者　おおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり若しくは痴呆等のために日常生

活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等
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施設一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平.3.31現在)

施 設 .名 併 設 施 設 委 託 先 9年度委育毛科

熊=本市=在宅介護支援センター 老人保健施設 医療法人社団 寿畳会 l l , 1 1 8千円清雅苑 清雅苑

熊本市在宅介護支援センター 老人保健施設 医療法人 掘尾会 l l , 1 1 8千円コスモピア熊本 コスモピア熊本

熊本市在宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 慈愛園 l l , 1 1 千円慈愛園パウラスホーム ノヾウラスホーム

熊本市在宅介護支援センター 老人保健施設 医療壬生入 金寺畢会 1 1 ′ 1 1 8千円育和苑 育和苑

熊本市在宅介護支1愛センター 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 御幸会 1 1 ′ 1 1 8千円みゆき園 みゆき園

熊本市在宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 寿畳会 l l , 1 1 8 千円天寿園 天寿園

熊本市在宅介護支援セソクー 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 慈雄会 1 1 ′ 1 1 8 千円天皇庵 天望庵

鯖本市在宅介護支援センタI 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 桜 ケ丘福祉会 l l , 1 1 8 千円桜 ケ丘寿徳苑 桜ケ丘寿徳苑

熊二本市在宅介護支援センター
九州記念病院 九州記念病院 医療法入社団 岡山会 l l . 1 1 千円

熊本市在宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 熊本甫福祉会 l l , 1 1 8 千円シルバー日吉 シルバー自書

熊二本市在宅r介護支援センタヤ 老人保健施設 医療法人社団 大浦会 l l , 1 1 千円博寿園 博寿園

熊本市在宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 l l , 1 1 8 千円リヂノレホーム リデルホーム リデルライ ト記念老人ホーム

熊本市=在宅介護支援センター 老人保健施設 医療法人社団 藤栄会 l l , 1 1 8 千円湧心声盲 湧心苑

熊本市=在宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 社会福祉故人 真光会 l l , 1 1 千円三和荘 ≡三和荘

熊本市在宅介護支援センター 老人保健施吾廷 医療i装入 食旨商会 l l . 1 1 千円南楓苑 南楓苑

熊本市在宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 青山会 l l , 1 1 8 千円くわのみ荘 くわのみ荘

熊本市在宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 l l , 1 1 千円リバーサイ ド熊本 リバーサイ ド熊本 熊本厚生事業福祉会

熊本市在宅介護支援センター
きくなん 菊南病院 医療法入 室原会 l l . 1 1 千円

熊本市在宅介護支援センター
壮JLh 飽田病院 医療法人 吉村会 1 1 ′ 1 1 8 千円

熊本市在宅介護支援センター
博愛 博愛病院 医療法入社団 上野会 l l . 1 1 千円

熊本市在宅介護支援センター 特BEJ養言蔓老人ホI ム 社会福祉法人 愛誠会 1 1 ′ 1 1 8 千円コスモス .ファミリー熊本 コスモス.ファミリー熊本

熊本市在宅介護支援センター 老人保健施設 医療法人社団 松下会 l l , 1 1 千日
白藤苑 白藤苑

熊=本市在宅介護支援センター 熊本市医師会地域医 社団法人 熊本市医師会 l l . 1 1 8 千円鰻本市医師会 療センター

熊本市在宅介護支援センタI 老人保健施設 医療法人 杉村会 l l , 1 1 千円のぞみ のぞみ

熊本市在宅介護支1蒙センター 特別養護老人ホI ム 社会福祉法入 明芳会 l l , 1 1 8 千円ヴィラ .なカもみね ヴィラ .ながみね

(10)老人ホーム入所者数
(平9.4.1現在)

区 分 施設数 (市内) 定 員 本市の措置人員

養護老人ホーム 6 . 390 386

特別養護老人ホーム 14 880 984

計 20 1,270 1,370
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(ll)在宅老人緊急通報システム事業(平成3年3月3 0日開始)

目　　的　一人暮らしの高齢者に簡単な操作で、緊急時の通報ができる携帯型の通報装置を給付又は貸

与し、当該高齢者からの緊急時の通報手段を確保させ、緊急時の迅速で適切な対応を図る

給付対象者　　6 5歳以上の一人暮らしの高齢者等で、現に電話を所有している者

貸付対象者　　老人福祉電話の貸付対象者

貸与・給付台数　　744台(平9.4.1現在)

9年度予算　　59, 337千円

(12)老人福祉電話相談事業(昭和4 8年4月1日開始)

目　　的　一人暮らしの高齢者に福祉電話を貸与することにより、緊急時の連絡と安否の確認及び各種

の相談を行い、在宅高齢者に対し各種サービスを提供する

電話貸与台数　369台(平9.4.1現在)

電話相談員　　2人

貸付対象者　　6 5歳以上の高齢者で市内に居住し、一人暮らしで近所に介護者がいない者

9年度予算　　2, 7 3 3千円(電話相談員報酬)

(13)一人暮らし老人訪問事業(昭和5 0年7月1日開始)

目　　　的

対　象　者

事業内容

対象音数

訪問回数

9年度予算

一人暮らしの高齢者を訪問し声をかけて、その安否を確認し、あわせて乳酸菌飲料等を配布

し高齢者の健康維持と福祉の増進を図る

市内に居住する満65歳以上の一人暮らしの高齢者で、日常安否の確認をする者がいない者

市が委託する乳酸菌飲料等の販売業者の配達人が、一人暮らしの高齢者を訪問して安香の確

認をし、あわせて乳酸菌飲料等を配布する。緊急事態が生じたときは、状況に応じて民生委

員、福祉事務所、病院等-連絡をする

943人(平成8年度)

週隔日3日

5, 110千円

(14)在宅老人給食サービス事業(昭和6 1年度開始)

目　　　的

対　象　者

事業内容

委　託　先

対象者数

8年虚実蹟

ひとり暮らしの高齢者に心身ともに健やかな生活を営ませることを目的とする

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

ひとり暮らしの高齢者に老人ホーム(5カ所) ・保育園(1カ所)で調理した給食を週1-

3回宅配する

熊本市社会福祉協議会

89人

1, 628千円
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(15)生きがいと創造の事業(昭和5 4年度開始)

目　　　的　　希望と能力に応じた生産又は活動に参加することによって老後の生きがいを高め、生活を健

康で豊かなものにするために生きがい作業所を設け、専任の講師による助言を受け生産又は

創造的活動を行う

対　象　者　　市内居住のおおむね60歳以上の高齢者

生きがい作業所

施 設 名 所 在 地 講 座 定 員

花園老人生 きがい作 業所 花園 7 丁 目 1 9 番 1 号 陶芸 2 0 人

東部 ′′ 健 軍 3 丁 目 1 3 番 1 0 号 陶芸 2 0

南部 ′′ 川 尻 4 丁 目 7 番 1 2 号 陶芸 2 0

白秤 ′′ 田崎 1 丁 目 7 番 1 0 号 園芸 . 手芸 各 3 0

幸 田 ′′ 田迎 町大字 田井島 5 9 6 番地 3 陶芸 . 園芸 . 手芸 各 2 0

京町 ′′ 京町 2 丁 目 8 番 4 号 園芸 . 手芸 各 2 0

水前寺 〝 水前寺 4 丁 目 4 7 番 4 9 号 陶芸 . 園芸 . 手芸 . 木彫 各 2 0

西部 ′′ 高橋町 8 8 番 地 陶芸 . 手芸 各 2 0

中 央 老 人 福 祉 セ ン タ ー 南千反畑 町 1 0 番 7 号 手芸 3 0

北 老 人 福 祉 セ ン タ ー 八景水谷 1 丁 目2 番 6 号 園芸 2 0

(荏)各講座とも月2回実施

(16)老人農園(昭和5 1年度開始)

目　　　的　　土に親しみながら高齢者の生きがいと健康増進をはかるために、市が無償で借り上げた遊休

地を1人当り10m程度貸与する(熊本市老人クラブ連合会に委託)

対　象　者　　60歳以上の高齢者

農　園　数　　6カ所(1カ所当たり　1, 00Onf程度)

9年度予算　　2 24千円

(17)老人クラブ助成状況

ア　老人クラブ活動助成

年 度

区分
4 5 6 7 8

老 人 ク ラブ 助 成 対 象 数 4 92 488 48 5 48 1 48 8

会 員 数 3 1 ,6 24 3 2 ,46 6 3 2 ,46 4 3 2 ,5 15 32 ,7 19

助 成 金 支 出 額 ( 円 ) 2 6 ,0 88 ′0 00 25 ,928 ,8 0 0 2 5 ,78 1 ,8 0 0 2 5 ,54 3 ,40 0 2 6 ,0 5 1 ,20 0

助成基準　50人以上が登録し、 9カ月以上活動したクラブ(年度途中結成のクラブは6カ月以上)

助成金　月額4, 800円

イ　健康増進助成金

金額　1クラブ当たり　年額5, 000円

り　老人クラブ結成助成

金額　1クラブ当たり　20, 000円
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(18)熊本市優待証(さくらカード)交付(平成8年1 0月1日開始)

(市民福祉の項目に記載)

(19)高齢者の就業促進(シルバー人材センター運営助成)

目　　　的　　臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、魁織的に捷供することにより、高齢者の就業を援

助して、能力の積極的な活用を図り、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とす

る

事業内容　　原則として60歳以上の高齢者が会員となって高齢者にふさわしい仕事を、有償で引き受け、

設立年月日

実施主体

田tWM=)

就業実人員

9年度予算

これを会員の希望に応じて提供し、仕事の内容と就業の実績に応じて配分金として支払う

昭和63年2月1日認可

社団法人　熊本市シルバー人材センター

1, 350人(平8.3.31現在)

954人(平成8年度)

45, 000千円

(20)住宅改造費助成事業(平成9年5月1日開始)

(身体障害者福祉の項目に記載)

(21)敬老祝金(昭和45年4月1日開始)

目　　　的

受給資格

金　　　額

8年度実蹟

高齢者に対し敬老の意を衰するとともにその福祉の増進に寄与する

8 0歳以上であって.、本市に居住している老

年額　80-87歳　5,000円　　88歳以上10,000円

支給老22,437人　支給総額141,235千円
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8　老人保健医療制度(昭和58年2月1日、国により実施)

対　象　者

受給資格者

実施状況

本市に居住する7 0歳以上の者、及び6 5歳以上7 0歳未満で障害認定を受けた著
国民健康保険の被保険者または社会保険の被保険者・被扶養者

件数　1, 269, 083件

経費　61, 028, 110千円
(平成8年度)

9　医療費助成制度

(1)重度心身障害児医療費助成(昭和4 8年4月1日、市により実施)
対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

2 0歳未満の障害児(身体障害者手帳が1級、 2級又は、療育手帳がAl、 A2の者)

本市の住民基本台帳に記録され、現に居住している障害児又は障害児の養育者
な　し

件数　9, 016件

経費　34, 713千円
(平成8年度)

(2)乳幼児医療費助成(昭和48年4月1日、市により実施)

対　象　者　　乳幼児(平成4年4月より、 3歳未満児まで対象者を拡大)
受給資格者

所得制限

実施状況

本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に居住している乳幼児を養育する者
な　し

件数　331, 169件
(平成8年度)

経費　895, 664千円

(3)重度心身障害者医療費助成(昭和5 3年1 0月1日実施)
対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

2 0歳以上の障害者(身体障害者手帳が1級、 2級又は、療育手帳がA.、 A2の老)
本市の住民基本台帳に記録され、現に居住している障害者

障害児福祉手当の支給制限に準じる

件数　　7, 810件

経費　575, 430千円
(平成8年度)

(4)母子家庭医療費助成(昭和57年1 0月1日、市により実施)
対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

本市に住所を有する母子家庭の母及びその著に扶養されている児童並びに父母のない児童

母子家庭の母、父母のない児童の場合は当該児童又は当該児童を扶養する老
児童扶養手当の支給制限に準じる

件数　4, 23　件
(平成8年度)

経費　44, 476千円

1 0　同和対策事業

(1)概　　　況

昭和40年8月、内閣総理大臣の諮問機関である同和対策審議会から、同和問題解決のための基本的方策につ

いて答申がなされ、これに基づき昭和44年7月「同和対策事業特別措置法」が制定施行された。

この法律では、歴史的、社会的理由によって生活環境等の安定向上が阻害されている地域(同和対策対象地
域)の住民の社会的、経済的地位の向上を不当に阻む諸要因を解消することを同和対策事業の目標としている。

本市においても、同和対策事業特別措置法の趣旨にのっとり、同法施行以来、国及び県の施策に歩調を合わ

せながら、昭和4 7年度から住宅改修資金貸付事業及び街燈設置事業を、また4 8年度以降は各種の入園、入

学支度金及び就職支度金などの給付事業を実施してきた。

さらに50年12月、市民局に同和対策室が設置され、以後関係各部局と緊密な連携のもとに、地域住民の理解
と協力を待て同和対策事業の推進調整につとめてきた。
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ことに、生活環境の改善整備の対策として、 52年度から着手した公営住宅の建設及び住宅新築資金の貸付事

業などを、平成8年度で完了するとともに、引き続き、住民の職業の安定と生活の向上を図るための各種事業

の推進を実施している。

また、社会福祉の向上及び健康増進の対策としては50年度に隣保館を建設し、地域住民の生活の改善向上並

びに同和問題の解決に資するためのコミュニティセンターとして各種の事業活動を行い、多くの住民に活用さ

れてきたが、昭和58年度の改築工事により、機能回復訓練室等を新設、更に昭和62年度の増築により老人福祉

センター、及び教育集会所を新設し、隣保館機能の一層の充実を図った。更に、昭和52年度には児童館を建設

し、児童の健全育成の拠点として活用されている.

同和問題の正しい理解と認識を深めるため、同和問題講演会の開催、 「市政だより」による広報等を通じて、

広く市民一般に対する啓発活動に取り魁んでいる。

「同和対策事業特別措置法」が、昭和57年3月31日限りで失効し、同4月1日から「地域改善対策特別措置

法」、引き続いて、昭和62年4月1日から「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」

(地対財特法)が施行され、平成4年3月31日で失効したが、更に5年間延長された。最終年慶である平成8

年の5月17日、国の審議機関である地域改善対策協議会から、 「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基

本的な在り方について」の意見具申が政府に提出された.基本的認識としては、これまでの特別対策は、現行

法をもって終了し、 ①差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進②人権侵害による被害の救済等の対応の充

実弓削ヒ③地域改善対策特定事業(物的及び非物的事業)の一般対策-の円滑な移行等について、法的措置の必

要性を含め各般の措置について、具体的な検討を政府に求めたものであり、閣議決定に基づき、平成9年度か

ら、いわゆる地対財特法が、事業を締少した一部改正法と・して5年間再延長された。一方、差Brl意識の解消に

ついては、 「人権教育のための国連10年」国内行動計画の取り阻みとともに、本年度から、 「人権擁護施策推進

法」 (平成8年12月26日公布、平成9年3月25日施行)に基づく人権教育・人権啓発並びに人権救済の施策の推

進審議会が、スタートしたところである。

本市においては、熊本市地域改善対策推進委員会における見直し検討協議を経て、平成9年度から、個人給

付事業については、教育奨学金並びに雇用対策関係事業を残して、一般対策-移行したところである.一方、

残された重点課題である熊本市雇用開発協議会の充実弓針ヒや熊本市人権啓発市民協議会における市民啓発活動

の推進など、範織的対応の見直しを図るなかで、同和問題の解決を目指しているところである。

(2)同和地区の概要(平5.6.1現在)

ア　地区数　　　　　　　1地区

イ　地区面積　　　　　　　11.90ha

ウ　世帯数及び人口構造

区 分 世 帯 数 人 口総数の
性 別 人 口 の

男 女

地 区 全 体 9 3 2 1 , 9 5 3 8 8 7 1 , 0 6 6

同 和 関 係 5 9 6 1 , 4 2 3 6 5 7 7 6 6

エ　混住率　　　　　　　72.9%

オ　生活保護状況

被保護世帯・人員の状況

区 分
被 保 護 者 保 護 率

世 帯 数 人 員 世 帯 数 人 員

対 象 地 域 全 体 17 9 28 4 19 2 .1 ‰ 14 5 .4 ‰

熊 本 市 全 体 5 ,4 47 8 ,18 0 2 3 .1 12 .8

被保護世帯の世帯撰塑別状況

区 分
高齢者世帯 母 子 世 帯 傷 病障害者世帯 そ の他 の世帯 合 計

世帯数 人 員 世帯数 人 員 世帯数 人 員 世帯数 人 員 世帯数 人 員

対 象 地 域 全 体

(構成比% )

75 8 3 2 1 54 72 124 l l 23 17 9 28 4

4 1 .9 29 .2 l l .7 1 9 .0 40 .2 43 .7 6 .2 8 .1 10 0 100

熊 本 市 全 体

(構成比% )

2 ,6 42 - 438 - 1 ,999 - 368 - 5 ,44 7 8 ,18 0

48 .5 - 8 .0 - 3 6 .7 - 6 .8 - 10 0 -
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( 3)地域改善対策特定事業の概要

項 目 * m *

(平成 9 年度)
担 当 部 局

事業開始年度

教育をすすめるため

の施策

適正就学の促進 4 8 千円

43,690
教育委員会事務

局

クレペ リン検査等 4 8
教職員の研修 4 8

入園入学支度金 (高校、大学)

社会同和教育

4 8

(大学 5 1 )

4 8
健康増進体力向上 4 8
青少年拳育 5 1

子供勉強会 (小学生及び中学生) 5 1
奨学金 (高校及び大学) 5 1

社会福祉の向上及び 隣保鰭の運営 5 0

41 ,863

同和対策室
健康増進のための施 老齢者厚生給付金 5 1 } 福祉部
栄 心身障害者援護給付金 5 1

職業の安定向上のた

めの施策

自動車運転免許委託訓練手当 5 0

4 ,069 商工振奥部職業訓練校入校支度金 5 1
職業訓練受講奨励金 5 2

中小企業及び農業の

経営をよくするため

の施策

中小企業安定資金融資利子補給 4 8 8 ,350 商工振興部

その他総合的な施策

市職員研修 5 0

40 ,7 40

職員部

市民啓発事業 5 0 } 同和対策室
.同和対策事業の推進と調整 5 0

合 計 138′712

(4)隣　保　舘

隣保館は、基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申の趣旨にかんがみ、同和対策対象地域住民及びそ

の近隣地域住民に対する理解と信頼のもとに、同和行政の第-線機関として地域住民に対して生活上の各種相談

事業をはじめ社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行うとともに、国民的課題としての同和問題に対す

る理解を深めるための活動を行い、地域住民の生活の社会的、経済的、文化的な改善向上及び同和問題のすみや

かな解決を図るコミュニティセンターとして活動することを目的とする。

所　在　地　　本荘4丁目6番6号

設置主体　　熊本市

開設年月日　　昭和51年5月1日

構　　　造　　鉄筋コンクリート3階建(一部2階建)

敷地面積　1,015.38m2

建物面積　1,846.40m

総事業費　115,209,505円

用　地　費　　　29,008,505円

工　事　費　　　80,550,000円

その他の経費　　　　5,651,000円

改築工事(機能回復訓練室相談室の新設)　　　　増築工事(老人福祉センター及び教育集会所の新設)

工事費　　25,085,000円　　　　　　　　　　　　　工事費　　310,080,000円

工　期　　昭58. 12. 24-昭59. 3. 28　　　　　　工　期　　昭62. 6. 23-昭63. 3. 31

主な施設　1階　教養娯楽室　生活改善窒　相談室　機能回復訓練室　集会室　事務室　浴室

2階　集会室　会議室　学習室　保健衛生室　工作室　図書室

3階　ホール
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利用状況
年度

事業名
4 5 6 7 8

勉 東 金 標 等 墓 3,79 9人 3 ,36 9人 3′02 3人 2 ,85 3人 2 ,9 9 1人

2 ,33 6 98 6 35 2 6 38

計 (A ) 6 ,13 5 4 ,35 5 3 ,02 3 3 ,20 5 3 ′6 29

魁 紐 講 座 9 4 9 0 ′9 4 15 5 125

生 花 ′′ 30 9 29 6 30 2 2 15 188

手 芸 ′′ 1 14 1 13 14 5 10 0 110

料 理 ′′ 23 1 28 7 27 4 22 3 212

エ ア ロ ビ ク ス ′′ 294 3 18 4 04 4 65 259

洋 裁 ′′ 28 8 2 64 2 71 2 64 258

民 謡 ′′ 2 26 2 45 2 34 163 -
絵 画 ′′ 61 153 2 59 2 00 15 3

書 道 . ペ ン 習 字 ′′ 725 7 23 7 44 7 75 83 4

編 物 ′′ 114 103 11 1 123 1 18

園 芸 ′′ 2 99 28 3 3 18 3 47 47 5

く ら し ′′ 176 3 4 1 4 43 592 74 1

ワ ー プ ロ ′′ 172 218 4 63 393 3 23

フ ラ ワー デ ザ イ ン l′ - - - 127 2 68

簿 記 ′′ 56 58 - - -

大 正 琴 ′′ - - 16 9 14 0 3 21

親 子 D E パ ン作 り ′′ - - - 2 3 80

フ ラ ダ ン ス ′′ -
13 6 57 5 72 3 8 62

英 会 話 ′′ 15 6 13 9 2 12 23 1 2 65

茶 遵 ′′ 17 5 16 0 13 4 18 1 2 25

社 交 ダ ン ス ′′ 1,30 9 1 ,04 5 1 ,18 9 84 8 1 ,3 54

カ ラ オ ケ ′′ 69 0 68 7 58 9 64 6 6 90

味 線 ′′ 26 5 29 3 3 02 33 5 362

太 極 拳 ′′ 13 8 16 8 5 97 5 66 62 6

実 用 書 道 ′′ 245 20 2 3 06 2 16 32 0

高 齢 者 教 室 2 ,7 98 2 ,53 3 2 ,6 42 2 ,4 57 2 ,4 13

家 庭 教 育 164 42 118 115 9 4

計 (B ) 9 ,0 99 8 ,8 97 10 ,8 95 10 ,6 23 l l ,67 6

福 祉 . 職 業 . 経 営 相 談 12 95 68 65 6 5

保 健 衛 生 相 談 事 業 368 3 26 3 12 178 1 67

説 明 、会 研 修 会 等 そ の 他 の 事 業 45 ,517 42 ,4 77 44 ,9 2 1 1 5 ,482 2 4′3 09

図 書 室 - - - 4 ,607 4 ,9 55

計 ( C ) 4 5 ,8 97 4 2 ,8 98 45 ,30 1 2 0 ,33 2 2 9 ,4 96

機 能 回 復 訓 練 14 ,048 ll ,67 0 ll ,3 15 ll ,3 15 8 ,5 63

デ イ サ ー ビ ス - - - 43 4 5 25

入 浴 サ P ー ビ ス - - -
3′74 0 6 ,7 48

計 (D ) 14 ,048 ll ,67 0 11′3 15 15 ,48 9 15 ,8 36

累 計 ( A ) ( B ) + ( C ) + (D ) 7 5 ,90 9 6 7 ,82 0 7 0 ,53 4 4 9 ,64 9 6 0 ,6 37
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1 1国民健康保険(昭和34年7月1日事業開始)

( 1 )世帯数及び被保険者数
年 度

区 分
4 5 6 7 8

総 世 帯 数 2 3 1 , 9 5 1 2 3 6 , 3 0 0 2 3 9 ,8 2 2 2 4 5 , 8 1 5 2 4 9 ,6 6 0

被 保 険 者 世 帯 数 8 7 , 5 6 4 8 8 , 7 0 1 9 0 ,2 5 9 9 2 , 4 2 5 9 5 ′0 8 3

加 入 率 (% ) 3 7 .7 5 3 7 .5 4 3 7 . 6 4 3 7 .6 0 3 8 . 0 8

総 人 口 63 4 ,7 2 6 6 3 7 , 7 6 7 6 4 0 ,8 3 4 6 3 4 , 8 8 8 6 5 1 , 6 0 5

被 保 険 者 数 19 0 ,0 8 4 1 8 9 , 1 3 1 1 8 9 , 1 0 1 1 9 0 , 7 1 0 1 9 3 , 2 0 7

加 入 率 (% ) 2 9 . 9 5 2 9 .6 6 2 9 .5 1 3 0 .0 4 2 9 . 6 5

(荏)　各年度3月31日現在

(2)保険料賦課徴収状況

年度

区分

4 5 6 7 8

現
調 定 額 (円 ) 13′4 67 ,3 3 0 ,46 0 13 ,7 0 1 ,7 5 4 ,37 0 13 ,8 19 , 94 4′1 60 15 ,0 51 ,2 53 ,8 7 0 15 ,63 0 ,03 2 ,4 6 0

午

皮
収 入 済 額 (円 ) 12 ,4 20 ,9 9 1 ,12 0 12′5 85 ,7 11 ,74 4 12 ,66 4 , 032 ′3 43 13 ′68 5 ,15 9 ,2 8 1 14 ,088 ,3 11 ,5 7 1

'&
収 納 率 (% ) 92 .12 9 1 .7 6 91 .53 0 .9 1 9 0 .2 6

過
調 定 額 (円 ) 2 ,5 07 ,12 6 ,44 8 2 ,7 52 ,5 0 5 ,15 6 3 ′00 5 , 094 ,1 33 3 ,28 7 ,33 9 ,3 7 3 0 ,u ′7 18 , 148

午

皮
収 入 済 額 (円 ) 4 30 ,2 27 ,92 4 4 27 ,3 75 ,37 1 40 7 ,6 73 ,6 98 4 19′07 5 ,7 9 1 4 56 ,31 1 ,7 9 0

分
収 納 率 (% ) 17 .1 0 15 .4 5 13 .5 1 12 .72 12 .8 9

計

調 定 額 (円) 1 5′97 4 ′4 56 ,90 8 16 ′45 4 ,2 5 9′52 6 16 ,8 2 5 ,0 38 ,2 9 3 18 ,3 3 8 ,59 3 ′2 43 19 ,1 96 ′7 5 0 ,6 08

収 入 済 額 (円) 1 2′85 1 ,2 19 ′04 4 13 ,0 13 ,0 87 ,11 5 13 ,0 7 1 ,7 06 ,0 4 1 14 ,10 4 ,23 5 ,0 72 14 ,5 44 ,6 2 3 ,3 6 1

収 納 率 (% ) 0 .3 6 7 8 .9 9 7 7 .6 8 7 6 .89 7 5 .98

賦 課 期 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日

徴 収 回 数 1 2 1 2 1 2 12 12

保

険

被保 険者 1 人当 り (円) 7 0 .5 6 2 7 2 ,117 7 2 ,8 76 7 9 ,0 05 8 1 .25 8

1世 帯

当た り

最 高 (円 ) 44 0 ,0 0 0 4 60 ,0 0 0 47 0 ,0 0 0 4 9 0 ,0 00 5 00 ,00 0

料

m

最 低 (円 ) 17 ,48 0 17 ,4 8 0 17 ,4 80 1 8 ,68 0 18 ,68 0

平 均 .(円 ) 15 4 ,4 03 15 4 ,7 26 15 3 ,7 94 16 3 ,87 3 1 65 ,90 6

保
所 得 割 (% ) 8 .1 0 1.1 0 8 .10 8 .60 8 .6 0

険

料
均 等 割 (円 ) 2 4 ,5 00 2 4 ,5 0 0 2 4 ,5 00 2 6 ,2 00 26 ,2 0 0

率
平 等 割 (円 ) 19 ,2 00 19′2 0 0 19 ,2 00 2 0 ,5 00 20 ,5 0 0

算
所 得 割 (% ) 6 9 .15 65 .59 65 .73 67 . 09 6 6 .3 6

定

割
均 等 割 (% ) 2 2 .7 3 25 .2 1 25 .00 23 .9 1 2 4 .3 5

A
∩ 平 等 割 (浴 ) 8 .12 9 .20 9 .27 9 .0 0 9 .2 9

財

政

歳 入 (円 ) 3 2′9 15 ′12 6 ,59 1 3 4 ,0 37 ,7 4 6′3 00 3 6 ,1 90 ′07 4 ,3 61 3 7′1 96′175 ,8 12 38 ,85 6′88 4 ,2 2 5

歳 出 (円 ) 3 2 ,9 00 ,8 5 2 ,12 2 34 ,0 18 ,3 4 0 ,48 2 3 6 ,5 64 , 93 6 ,4 28 38 ,02 9 ,57 5 ,52 3 40 ,333 ,47 2′6 2 5

秩

況

単 年 度 収 支 額 (円 ) △ 2 78 ′16 3 5 ,13 1 ,3 49 △ 3 94 ,2 6 7 ,88 5 △ 45 8 ,53 7 ,64 4 △ 643 ,18 8′6 8 9

累 積 収 支 額 (円) 14 ,2 74 ′46 9 19 ,4 05 ,8 18 △ 37 4 ,8 6 2 ,0 67 △ 8 3 3 ,3 99 ,7 11 △ 1′4 76 ,5 8 8 ,4 0 0
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) 給 付 状 況

年 度

区分

4 5 6 7 8

袷

付

剖

一般被保 険者 (割) 7 7 7 7 7

退 職者本人 (割) 8 8 8 8 8

退職者本人の被扶養
*

7 7 7 7 7

JA
ロ

者 (外来) (割)

退職者本人 の被扶養
者 (入院) (割)

8 8 8 8 8

療諸
件 数 1,265 ,115 1 ,256 ,295 1 ,296 ,538 1,3 12 ,635 1,3 36 ,708

養費 費 用 (円) 27 ,6 18 ,351 ,840 28 ,148 ,793 ,763 29 ,508 ,994 ,166 30 ,22 1 ,067 ,642 3 1,164 ,074 ,554

出一
件 数 1 ,027 9 91 1,0 15 984 954

壁 時 費 用 (円) 2 40 ,430 ,000 237 ,84 0 ,000 267 ,36 0,0 00 295 ,140′000 286 ,200 ,000

日
児金 (240 ,000) (24 0 ,000) (芸38 :呂00呂) (弓霊 :呂呂呂) (30 0 ,000)

罪
件 数 2 ,17 9 2 ,362 2 ,453 2 ,314 2 ,363

餐 費 用 (円) 43 ,580 ,000 47 ,240 ,000 4 9 ,060 ,000 46 ,28 0 ,000 47 ,2 40 ,000

費 ( 20,000) ( 20 ,000) ( 20 ,000) ( 20 ,000) ( 20 ,000)

給合 件 数 1 ,268 ,321 1,259 ,648 1 ,300 ,0 06 1 ,315 ,933 1 ,340 ,025

育
費計 費 用 (円) 27 ,902 ,361 ,840 28 ,433 ,873 ,76 3 29 ,825 ,4 14 ,166 30 ,562 ,487 ,642 3 1 ,497 ,5 14 ,554

はあ 件 数 123 ,370 124 ,455 13 0 ,4 25 132 ,643 133 ,411

りん
きま 費 用 (円) 166 ,549 ,500 18 6 ,682 ,500 195 ,63 7 ,500 198 ,964 ,5 00 2 18 ,126 ,500

ゆ施
う術 ( 1,350) ( 1 ,500) ( 1 ,500) ( 1 ,500) 1術 C 1 ,5005

2 術 1 ,700)

(注)  ( )内は1件当たり給付額

診疲費 . 諸率

年 度

区分
4 5 6 7 8

受 診 率 (% ) 728 .33 722.00 742 .60 738 .40 751.54

l 斗 i i ,*: 蝣・ B 童 3.3 3 .3 3.2 3.2 3 .1

1 件 当 た り費 用 額 (円) 23,392 24,769 24,813 24,826 25 ,367

1 人 当 た り費 用 額 (円) 170,368 178,834 184,261 183,314 190 ,645

1 人当た り受診 日数 24 24 24 24 23

1 日当 た り費 用 額 (円) 7 .066 7 ,565 7 ′687 7 ,782 8 ,145

1 世帯当た り費用額 (円) 300 ,120 304 ,839 304 ,893 294 ,031 296,185

出 生 率 (潔) 0 .67 0.60 0.60 0.58 0 .60

死 亡 率 (% ) 1 .42 1.31 1 .45 1 .23 1.32

(5)納付組織(平9.3.31現在)

名　　称　　国民健康保険会

827

加入状況　　72. 79%

事務費　(保険会の事務費)

。当該月に係る保険料を当該月の1日から翌月の4日までに完納したとき、保険料領収書1枚に

つき110円

○当該月に係る保険料を翌月の5日から翌月の10日までに完納したとき、領収書1枚につき50円
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12　国　民　年　金(昭和34年8月22日事業開始)

(1 )拠出年金被保険者状況
年 度

区 分
4 5 6 7 8

被 第 1 号 被 保 険 者 90 ′8 19 90 ,6 96 92 ,5 7 1 95 ,4 07 99 ,7 45

煤 任 意 加 入 者 2 ,3 33 2 ′115 2 ,134 2 ,17 1 2 ,0 98
険 第 3 号 被 保 険 者 63 ,2 43 63 ,3 56 63 ,08 6 63 ,6 05 62 ,5 7 1

老 汁 156 ,3 95 156 ,1 67 1 57 ,7 9 1 1 6 1 ′1 83 16 4 ,4 14

保 免 法 定 免 除 者 4 ,89 6 4 ,9 07 4 ,9 17 5 ,0 10 5 ,0 4 1
険 除 申 請 免 除 者 14 ,42 8 15 ,2 08 16 ′3 40 15 ,5 03 16 ,3 05
料 老 計 19 ′32 4 20 ,1 15 21 ,2 57 20 ,5 13 2 1 ,3 46

免 除 率 (% ) 2 1 .4 2 2 .2 23 .0 2 1 .5 21 .4

( 2)拠出年金受給者及び支給年金額

年 度

区 分

6 7 8

受 給 者 年 金 額 受 給 者 年 金 額 受 給 者 年 金 額

老 齢 年 金 2 4 , 1 15 人 1 0 ,7 2 0 ,6 2 0 ,5 0 0 円 2 3 , 1 5 0人 10 ,2 6 6 , 6 3 5 ,5 0 0 円 2 2 ,2 9 6人 9 ,9 1 2 , 19 0 ,7 0 0 円

通 算 老 齢 年 金 l l ,3 2 0 2 ,4 8 8 ,6 2 3 ,6 0 0 l l ,2 0 4 2 ,4 8 4 ,8 07 ,4 0 0 l l ,0 12 2 ,4 5 3 ,3 8 8 ,6 0 0

老 齢 基 礎 年 金 19 ,9 6 1 1 2 , 1 1 1 ,6 8 0 ,9 0 0 2 5 , 0 8 3 15 ,5 6 2 ,4 1 9 , 5 0 0 3 0 ,4 4 5 1 9 ,0 5 2 ,8 8 1 ,6 0 0

障 害 年 金 7 9 0 68 9 ,8 4 3 ,4 0 0 7 67 6 4 8 ,2 2 3 ,8 0 0 7 2 9 6 0 9 ,0 5 5 ,8 0 0

障 害 基 礎 年 金 8 9 7 8 05 , 1 5 1 ,8 0 0 1 ,0 0 1 8 4 8 ,2 7 3 , 1 0 0 1 ,1 1 0 9 3 3 ,9 2 1 ,1 0 0

母 子 .準 母 子 年 金 7 9 7 3 , 9 6 2 ,0 0 0 5 9 2 3 ,6 0 9 , 0 0 0 4 2 1 5 ,8 5 0 ,5 0 0

遺 児 年 金 1 78 0 ,0 0 0 1 7 8 5 , 5 0 0 1 7 8 5 ,5 0 0

遺 族 基 礎 年 金 2 8 9 2 16 , 2 4 7 ,9 0 0 2 8 5 1 2 3 ,9 4 2 ,4 0 0 2 8 5 12 4 ,0 7 1 , 5 0 0

寡 婦 年 金 1 8 9 9 5 ,2 2 6 ,5 0 0 1 9 1 5 3 ,8 0 0 ,8 0 0 1 8 7 5 4 ,3 3 3 , 5 0 0

計 5 7 ,6 4 1 2 7 ,2 0 2 , 13 6 ,6 0 0 6 1 ,7 4 1 3 0 ,0 1 2 ,4 9 7 ,0 0 0 6 6 ,1 0 7 3 3 , 15 6 ,4 78 ,8 0 0

(3)検認実施状況

年 度

区 分
4 5 6 7 8

検 認 対 象 月 数 80 9 ,59 2 79 8 ,03 0 8 09 ,72 5 83 8 ,43 1 88 2 ,6 04

検 認 実 施 月 数 67 5 ,88 2 66 3 ,73 5 65 6 ,62 4 65 9 ,06 9 65 6 ,7 03

前 納 月 数 7 4 9 1 16 5 24 5 1 ,0 15

検 認 率 ( % ) 8 3 .5 8 3 .2 8 1 .1 7 8 .6 7 4 .4

(4)納付組合(平9.4.1現在)

納付狙合設置数　　6 7 1

抱　合　員　数　　7, 693人

魁　　織　　率　　86. 1%

手　　数　　料　　○抱合を通して納付された保険料1件につき1 2 2円

○口座振替の方法により納付された保険料1件につき1 1 2円
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( 5)福祉年金受給該当者状況

年 度

区分

4 5 6 7 8

老 齢
人 % 人 % 人 % 人 % 人 %

4 ,53 1 5 1 .2 3 ,8 52 4 6 .7 3 ,28 4 4 2 .4 2 ,76 2 38 .0 2 ,35 0 33 .7

障害 (障軍基礎) 4 ,32 5 48 .8 4 ,3 93 5 3 .3 4 ,4 56 5 7 .6 4 ,50 1 6 2 .0 4 ,6 13 66 .3

計 8 ,8 56 100 8 ,2 45 1 00 7 ,7 40 1 00 7 ,2 63 1 00 6 ,9 63 100

(6)福祉年金受給状況

年 度

区 分

6 7 8

全 額 支 給 一 部 支 給 計 全額 支 給 ⊥ 部 支 給 計 全 額 支 給 - 部 支 給 計

老

齢

件 数 2 ,27 8 2 96 2 ,5 7 4 1 ,9 24 2 4 1 2 ,16 5 1 ,65 5 18 2 1 ,8 37

金 額 (千 円 ) 9 10 ,28 9 7 7 ,7 69 9 88 ,05 8 7 74 ,2 18 63 ,7 7 3 8 37 ,99 1 6 6 5 ,67 8 48 ,3 19 7 13 ,9 97

障

虫
ロ

件 数 4 ,2 22 38 4 .26 0 4 ,26 3 4 0 4 ,30 3 4 ,37 5 52 4 ,4 2 7

金 環 (千 円 ) 3′9 02 ,2 15 2 11 ,3 2 9 4 ,113 ,54 4 3 ,9 62 ′61 0 20 ′57 5 3 ′98 3 ,18 5 4 ′05 0 ,4 56 2 0 .8 08 4′07 1 ,26 4

計

件 数 6 ,5 0 0 3 3 4 6 ,83 4 6 ,18 7 28 1 6 ,4 68 6 .0 30 2 34 6 .2 64

金 額 (千 円 ) 4 ,8 12 ,5 0 4 2 89 ,09 8 5 ,10 1 ,6 02 4 ,7 3 6 .82 8 8 4 ,34 8 4 ,8 2 1 ,17 6 4′7 16 ,1 34 3 ,1 27 4 ′78 5 ,2 61
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1 3　総合支所・市民センター

(1)総合支所

総合支所は、平成3年2月1日の熊本市・飽託郡4町(北部町、河内町、飽田町、天明町)の合併に伴い開

設されたものであり、建物は旧町役場を使用している.なお、建物の老朽化に伴い、天明総合支所(平成6年

4月改築)及び飽田総合支所(平成8年4月移転改築)は、庁舎の建啓を行った。

総合支所の叡織は、旧町地域住民の幅広い行政ニーズに対応するため、総務課、税務課、市民課、福祉衛生

課の4課及び河内総合支所管内に芳野出張所を設置し、住民サービスの確保、福祉の向上を図っている。

ア　建物概要

所　在　地

構　　　造

敷地面積

建物延面積

北部総合支所

鹿子木町66番地

鉄筋コンクリート2階建

9,294n?

3,479n?

職　員　数　　　　35人

飽田総合支所

所　在　地　　会富町1333番地1

構　　　造　　鉄筋コンクリート2階建

敷地面横　　6,544ir至

建物延面積　　　950m

公　民　館　　2,048m

職　員　数　　　　25人

河内総合支所

河内町船津2069番地5

鉄筋コ-/ク7)-ト地下1階地上4階建

2,489nf

2,766ni

32人

天明総合支所

奥古閑町2035番地

鉄筋コンクリート2階建

7,426m

720rd

29人

飼職員数は、平成9年4月1日現在

イ　熊本市みかんの里振興センター

みかん農業を中心とした地域経済の振興と住民の生活文化向上の施設として建設されたものであり、分館と

して果樹試験場記念館がある。

設置主体

所　在　地

敷地面積

構　　　造

建物延面積

総事業費

開　　　館

主要施設

熊本市

本館　河内町船津791番地

分館　河内町船津820番地1

20,203id

本館　鉄筋コンクリート3階建

分館　木造2階建

本館l,475ni

分館　161r迂

554,570千円

平成3年6月1日

会議室、生活実習室、多目的ホール、展望ホール、事務室
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利用状況

区分

年度

会 議 室
施設 見学

(人)

第 1 m 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 多 目的 生 活

会議室 会議室 会議室 会議室 会議室 会議室 会議室 ホ ール 実習室

8
117 件 78 0 3 3 6 2 4 4 1 55 4 9 大人 5,8 11

子供 1,24 6
計 7,05 74,641人 1,37 6 0 90 90 2 ,06 6 1 ,16 1 8 ,8 13 1 ,57 9

ウ　熊本市天明コミュニティセンター

生涯学習と芸術・文化活動の利用に供するとともに、児童の健全育成を図るために建設されたものであるo

設置主体　　熊本市

所　在　地　　奥古閑町2035番地

構　　　造　　鉄骨2階建一部3階

建物延面積　　2 , 747n?

総事業費　　841,897千円

開　　　館　　平成3年6月15日

主要施設　大ホール(401名)、大会議室(120名)、図書室、和室、視聴覚室、児童室、工作室、事務室

利用状況

区 分

年 度

大 会 議 室 視 聴 覚 室 和 室 ホ ー ノレ

8

2 45 件 124 2 67 3 9 6

6 ′6 97 人 2 ′905 4 ,4 22 39 ,6 6 5

工　熊本市芳野コミュニティセンター

集会その他、住民の各種社会活動の利便に供するために、建設されたものである。

設置主体　　熊本市

所　在　地　　河内町野出1410番地

構　　　造　　鉄骨2階建

建物延面積　　761 rd

総事業費　149,786千円

開　　　館　　昭和58年4月1日

主要施設　多目的ホール(200名)、図書室、娯楽室、料理室、老人室、保健室

区分

年度
多 目的 ホ ー ル そ の 他 合 計

8
55 件 134 189

4,640 人 4 ,331 8 ,971
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(2)市民センター

市民センターは支所、公民館、児童館などの複合施設で、コミュニティ活動の中核として活用され、連帯意識

に結ばれた地域自治・生活文化の振興を図っている。

南部市民センター
所　在　地　　　南高江町175番地1

開設年月日　　　昭和62年7月6日
構　　　造　　　鉄筋コンクリート2階建

建　設　費　　　541,115千円
敷地面積　　　8,019.06n?

建築面横　　l,754.51i戎
建物延面積　　1,917. 28n!

支　　所　　　263. 00ii!
児童館　　　313.93n?

公民館　　1,340.35m
職　員　数　　11 (3)名

幸田市民センター

所　在　地　　　幸田2丁目4番1号
開設年月日　　　昭和57年6月2日

構　　　造　　　鉄筋コンクリート2階建
建　設　費　　　492,240千円

敷地面積　　　5,578ir王
建築面積　　l,267nf

建物延面積　　1 , 900nf
支　　所　　　247nf

児童館　　　347n!
公民館　　l,306ni

職　員　数　　12(2)名

西部市民センター
所　在　地　　　小島上町32番地1

開設年月日　　　昭和49年10月4日

構　　　造　　　鉄筋コンクリート2階建
建　設　費　　104,856千円

敷地面額　　　3,595rd
建築面積　　　570.79m2
建物延面積　　1,000. 23m

支　　所　　　200nf

児童館
公民館　　　800.23rd

職　員　数　　10(2)名

花園市民センター

所　在　地　　　花園5丁目8番3号

開設年月日　　　平成2年8月27日
構　　　造　　　鉄筋コンクリート2階建

建　設　費　　　591,608千円
敷地面積　　　4,415.99nf

建築面積　　1,299.84m

建物延面積　　1,808. 54王道
支　　所　　　(95.80m)
児童館　　　309.01ir王

公民館　　1,403.73m
職　員　数　　　　(3)名

秋津市民センター

秋津3丁目15番1号

昭和60年8月10日

鉄筋コンクリート2階建

521,448千円

10,722nS

1,683.70nf

l,910.34n壬

253. 31rd

315. 45irf

1,341.58iri

10 (2)名

龍田市民センター

龍田町弓削1192番地41

昭和54年7月11日

鉄筋コンク1)-ト2階建

350,428千円

5,380m2

l,237.8nf

l ,803. 26irf

246. 31rd

303.85iri

1,253.1m2

12(3)名

託麻市民センター

長嶺東7丁目11番15号

昭和56年5月30日

鉄筋コンクリート2階建

483,590千円
6,248.20m

l,346.62rd

2,010ni

260id

335 iri

1,305m

12(2)名

東部市民センター

錦ケ丘1番1号

昭和52年9月1日

鉄筋コンクリート2階建

311,552千円

5,256nf

l,241.64iri

1,958.50王道

(256. 89nf)

310.50n壬

1,391.llni

14(3)名

清水市民センター

清水亀井町14番7号

昭和59年7月10日

鉄筋コンクリート2階建

449,829千円

8,906.57nf

1,400.08m

l ,779. 74rr号

(125. 32r遥)

337.45r戎

1,316.97rf

7 (3)名

大江市民センター

大江6丁目1番85号

昭和63年7月11日

鉄筋コンクリート2階建

486,435千円

5,029.40rd

1,274. 35iri

1,520.98m

(187. lln?)

103.50王道(児童室)

1,230.37r遥

6 (1)名

(荏)支所の欄の(,)書きはサービスコーナー

職員数の欄の( )書きは公民館専任職員数(外数)
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1 4　戸籍・住民

(1)各種人口登録数
(各年度3月31日現在)

年 度

区 分 .

7 8

本 庁 支 所 計 本 庁 支 所 計

住

氏

登

録

人

口

男 1 76 ,9 18 1 24 ,6 42 3 01 ′5 60 17 6 ,9 16 1 26 ,1 01 3 0 3 ′0 17

女 1 97 ,5 92 135 ,7 36 3 33 ,3 28 1 97 ,8 23 1 37 ,3 50 3 3 5 ,17 3

計 3 74 ,5 10 2 60 ,3 78 6 34 ,88 8 3 74 ,7 39 2 63 ,4 5 1 6 38 ,19 0

世 帯 数 154 ,7 59 9 1 ,0 56 2 45 ,8 15 1 58 ,9 27 90 ,6 22 2 4 9 ,54 9

外 国人 登 録 人 口 2 ,6 83 99 2 ,7 82 2 ,5 99 100 2 ′69 9

戸

籍

本 籍 数 13 9 ,4 4 4 7 6 ,3 37 2 15 ,7 8 1 1 40 ,6 8 1 77 ,7 56 2 1 8 ,43 7

本 籍 人 口数 3 6 1 ,3 4 5 21 1 ,90 5 5 73 ,2 50 3 62 ,0 57 2 14 ,5 52 5 7 6 ′60 9

(2)各種事務受理件数

年 度

区 分

7 8

本 庁 支 所 計 本 庁 支 所 計

戸

籍

出 生 5 ,05 5 2 ,16 9 7 ,22 4 5 ,09 3 2 ,24 4 7 ,3 37

死 亡 2 ,8 10 1 ,13 7 3 ,94 7 2 ,93 7 1 ,17 3 4 ,11 0

婚 姻 3 ,50 4 1 ′0 56 4 ,56 0 3 ,37 3 1 ,00 2 4 ,3 7 5

離 婚 9 56 3 12 1 ,26 8 1 ,02 9 3 37 1 ,3 6 6

転 籍 1 ,2 48 8 5 1 2 ′0 99 1 ,3 40 8 60 2 ′20 0

認 知 69 10 79 68 l l 7 9

養 子 縁 魁 2 63 110 3 73 2 3 1 124 35 5

養 子 離 縁 63 2 0 8 3 90 19 10 9

入 籍 7 93 2 6 3 1 ,0 56 8 2 1 285 1 ,10 6

分 籍 7 5 18 93 79 17 9 6

そ の 他 1 ,03 5 42 0 1 ,4 5 5 1 ′177 513 1 ,6 90

計 1 5 ,8 7 1 6 ,36 6 22 ,23 7 16 ,238 6 ,58 5 2 2 ,8 23

住

氏

壁

録

転 入 1 3 ,428 9 ′02 0 2 2 ,448 12 ,7 16 10 ,07 1 2 2 ,78 7

転 出 ll ,14 2 10 ,64 9 2 1 ′79 1 ll ,09 0 ll ,85 7 2 2 ,9 47

転 居 11 ′3 13 10 ,56 2 2 1 ′8 7 5 10 ,62 3 ll ,52 0 22 ′143

そ の 他 4 0 ,9 13 19 ′38 0 6 0 ,29 3 4 1 ,72 6 2 2 ,44 1 64 ,167

計 7 6 ,79 6 4 9 ′6 11 12 6 ,40 7 7 6 ,15 5 5 5 ′88 9 132 ,0 44

印 新 規 14 ,9 45 22 ,9 05 37 ,85 0 13 ,7 14 2 3 ,82 1 37 ′535

鑑 廃 止 2 ′133 2 ,2 10 4 ,3 43 2 ,1 38 2 ,2 55 4 ′39 3

壁

録

亡 失 3 ,3 58 3 ,2 66 6 ,6 24 3 ,1 99 3 ,4 0 1 6 ,60 0

計 20 ,4 36 28 ,3 8 1 48 ,8 17 19 ,0 5 1 29 ,4 77 48 ,528

外 新 規 8 39 34 8 73 6 22 24 64 6

国
人
慕

そ の 他 申請 2 ,7 83 103 2 ,1 2 ,9 55 10 1 3 ,05 6

計 3 ,622 137 3 ,7 5 9 3 ,5 77 12 5 3 ′70 2
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(3)各種証明取故件数

区分

年度

本 庁 支 所 計

有 料 無 料 計 有 料 無 料 計 有 料 無 料 計

7

戸 籍 関 係 85 ,556 16 ,10 5 101 ,66 1 93 ,8 55 9 ,084 102 ,939 179 ,4 11 25 ,189 204 ,6 00

住 民票 関係 2 10 ′997 77 ,058 288 ,055 2 53 ,557 83 ,429 336 ,986 464 ,554 160,487 625 ,04 1

印 鑑 証 明 136 ,68 1 2 17 136 ,898 3 53 ,240 1 ,062 354 ,302 489 ,92 1 1,279 49 1,2 00

計 433 ,234 93 ,38 0 526 ,6 14 7 00 ,652 93 ,575 794 ,227 1,133 ,8 186,955 1 ,320 ,8 41

8

戸 籍 関 係 80 ,687 15 ,928 96 ,6 15 93 ,615 6 ,769 100 ,384 174 ,302 22,697 196 ,9 99

住 民票関係 2 18 ,976 9 1 ,158 310 ,134 2 61 ,437 87 ,387 348 ,824 480 ,4 13 178 ,545 658 ,9 58

印 鑑 証 明 122 ,73 9 25 9 122 ,998 3 48 ,669 955 349 ,624 47 1,408 1,214 472 ,6 22

計 422 ,4 02 107,345 529 ,747 7 03 ,721 95 ,111 798 ,832 1,126,123 202,456 1 ,328 ,57 9

1 5　住　民　組　織

(1)町内自治会組織の支援・育成

ア　町内自治会の結成状況
(平9. 3.31現在)

中央地 区 東部地区 西部地区 南部地 区 北部地区 合 計

校 区数 1 7 1 9 1 3 1 7 1 3 7 9

町内 自
治全数 2 3 3 1 3 4 9 4 1 1 8 1 0 8 6 8 7

イ　助成制度

①　町内自治振興補助金

町内自治の振興を図り、円滑な自治会運営に資するため、町内自治振興補助金交付規則に基づく助成

〔助成内容〕

円
200世帯以下　　　　　　　　　年額　　60, 000

201世帯以上400世帯以下　　年額　　65, 000

401世帯以上800世帯以下　　年額　　70, 000

801世帯以上　　　　　　　　　年額　　75, 000

②　町内防犯灯補助金

防犯灯を管理する町内自治会に対する、熊本市防犯灯補助金交付規則に基づく助成

防犯灯数　　22, 455灯(平9.3.31現在)

〔助成内容〕

4月1日までに設置された防犯灯　　　　　　　　　　　　1灯につき　年額2, 000

4月2日から6月30日までに設置された防犯灯　　　　1灯につき　年額1, 500

7月1日から9月30日までに設置された防犯灯　　　　1灯につき　年額1, 000

10月1日から1 2月30日までに設置された防犯灯　　1灯につき　年額　　500
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(2)地域活動の支援

ア　まちづくり活動支援事業

(9　事業概要

小学校区を単位として、地域の特性を活かしたまちづくり活動を推進する住民狙織「まちづくり研究会

・委員会」を順次設置し、市民の自発的で主体的なまちづくり活動を通じ、地域における人と人とのふれ

あい・交流を活発にし、地域の活性化を図る。

②　支援内容

範織づくりから実践活動までの過馨で、指導者や助言者の紹介、まちづくりに関する情報の提供や活動

費の助成等を行う。

名 称 補助金額 対 象 事 業 ( 活 動 )

まちづ くり研究会 1 0 万 円 魁織づ くり、テ ーマづ くりな どまちづ く り委員会へ 向けた研究活動

まちづ くり委員会
3 0 万円

(1′2補助)
地域 の特性を活か した 「テーマ」に基づ く年間を通 じた実践活動

③　設置状況

・まちづくり委員会-河内校区、芳野校区、五福校区、中線校区(4校区)

・まちづくり研究会-田迎校区、川上校区、西里校区、北部東校区、向山校区(5校区)

イ　ボランティア活動保険

市民により自主的に範織されたボランティア活動団体が行う、計画的、継続的かつ公益性のあるボラン

ティア活動中の不慮の事故の救済

〔補償内容〕

○　損害賠償責任保険

区 分 適 用 保険金額

身 体 賠 償
1 名につき 最高 1億円

1事故につき 最高 5億円

財 物 賠 償 1事故につき 最高 5 百万円

保管物賠償 1事故につき 最高 5 百万円

○　傷害保険

区 分 適 用 保険金額

死 亡 1名につき 5 百万円

後 遺 障 害 障害の程度により1名につき 最高 5百万円

入 院 1 8 0 日を限度 として 日額 3千円

通 院 9 0 日を限度として 日額 2 千円

(3)文書配布事務委託

市広報紙をはじめとした市民-の周知文書の自治会等-の配布事務委託

文書配布事務委託料　　一世帯　月額　60円
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1 6　住居表示整備事業実施状況

住居表示整備事業

住居表示に関する法律に基づき、複雑な市街地において合理的な方法により誰にでもわかりやすい町を形成

し、市民生活の利便性の向上を図ることはもとより、近年活発となっている物流の効率化、消防などの緊急行

政活動の効率化の一助として公共福祉の増進を図ることを目的として事業を実施している。

昭和40年度を第1次として市の中心市街地から街区方式で事業を開始し、平成2年度には5箇年計画を、ま
た平成7年度には3箇年計画を策定し、計画的に実施に努めている0

(平9. 3.31現在)
忘 竺

整 備 区 域 面 積 対 象 件 数 実 施 期 日

1 次

束 子 飼 町 西 子 飼 町 井川 測 町 北 千反 畑 町 甫 千

反畑 町 甫坪 井 町 草 葉 町 上林 町 城 東 町 上 通

町 水 道 町 手取 本 町 安 政 町 中 央衝 花 畑 町

下 通 一 丁 目 下 通 二 丁 目 新 市 街 桜 町 宇 島町

紺屋 今 町

rrf

1 ,28 1 ,06 0

件

6 ,5 76

昭

40 . 4 . 1

2 次

妙 体 寺 町 坪 井一 丁 目～坪 井三 丁 目 本 丸 千 葉 城

町 二 の 丸 宮 内 古 城 町 古京 町 新 町 一 丁 目～

新 町 四 丁 目

1 ,60 7 ,76 0 4 ,6 95 40 .ll . 1

3 次
新屋 敷】 丁 目～新 屋敷 三 丁 目 大 江 一 丁 目～ 大 江 六

丁 目
1 ,62 1 ,29 0 4 ,74 5 41 . 7 . 1

4 次

新 大 江一 丁 日 新 大江 二 丁 目 大 江 二丁 目 (追 加)

大江 本 町 白山- 丁 目～ 白山三 丁 目 岡 田町 菅原

町 九 品 寺一 丁 目～九 品寺 六 丁 目 本荘 二 丁 目～ 本

荘 四 丁 目 南 熊本 - 丁 目～ 南 熊 本 三 丁 目

1 ,973 ,8 0 0 8 ,8 38 42 . 7 . 1

5 次

本 荘五 丁 目 本荘 六丁 目 南 熊 本 四 丁 目 南 縛本 五

丁 目 二 本 木 一 丁 目～ 二 本 木 五 丁 目 春 日一 丁 目

春 日; 丁 目 田崎 本町

1 ,214 ,000 6 ,8 10 4 3 .l l . 1

6 次

迎 町- 丁 目 迎 町 二 丁 目 弥 生 町 琴平 一丁 目 琴

平 二 丁 目 琴 平 本 町 南 熊 本 五 丁 目 (追 加) 内坪

井町 東 川 一 丁 自 重 川 二 丁 目 京 町- 丁 目 京 町

二 丁 目 京 町 本 丁 上 熊 本 一 丁 日 上熊 本 二 丁 目

段 山本 町 春 日三 丁 目～ 春 日五 丁 目

2 ,3 33 ,000 8 ,147

-

4 4 . 8 . 1

<K

水 前 寺 一 丁 目～ 水 前 寺 六 丁 目 水 前 寺公 園 神 水 一

丁 目 上 京 塚 町 京 琴 本 町 九 品 寺 一 丁 目 (追 加 )

本 荘 一 丁 目

2 ,5 24 ′0 00 8 ,9 80 4 5 .10 . 1

8 次

坪 井 四丁 目～ 坪 井 六 丁 目 薬 園 町 子飼 本 町 室 園

町 黒 髪 一 丁 目～ 黒 髪 八 丁 目 上 水 前 寺 一 丁 目 上

水 前 寺 二 丁 目

2 ,8 43 ,0 00

( 1 ,6 48 ,0 00 )

10 ,6 26

(6 06 J
47 . 4 . 1

9 次

(前期 )

国府 - 丁 目～ 国府 四丁 目 .国 府 本 町 出水 一 丁 目～

出水 八 丁 目 江 津 - 丁 目 江 津 二 丁 目 八 王 寺 町

萩 原 町

2 ,3 59 ,0 00

( 2 ,22 1 ,0 00)

7 ,6 57

(1 ,105)
47 .12 . 1

9 次

(後 期 )

神 水 本 町 湖 東 一 丁 目～ 湖 東 三 丁 目 新 生 一 丁 目

新 生 二 丁 目 水 源 一 丁 目 水 源 二 丁 目 栄 町 南 町

広 木 町 若 葉 一 丁 目～ 若 葉 六 丁 目

2 ,66 6 ,0 00

(1 10 ,0 00)

8 ,8 88

(0)
48 . 8 . 1

10次

津 浦 町 出町 稗 田町 池 田- 丁 目～ 池 田四 丁 目

池 亀 町 花 園 一 丁 目～ 花 園 七 丁 目 上 熊 本 三 丁 目

島崎 - 丁 目～ 島崎 七 丁 目 戸 坂 町 .

7 ,52 8 ,0 00

( 6 ,06 3 ,0 00)

14 ,8 72

(93)
49 .10 . 1

11次

新 大 江 三 丁 目. 神 水 二 丁 目 尾 ノ上 一 丁 目 尾 ノ上

二 丁 目 錦 ケ丘 健 軍 一 丁 目 健 軍 二 丁 目 健 軍 四

丁 目 健 軍 五 丁 目 清 水 本 町 清 水 東 町 清 水 亀 井

町 八 景 水 谷 一 丁 目 八 景 水 谷 二 丁 目

3 ,87 0 ,0 00 10 ,6 68 50 .10 . 1
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1 2次

帯 山一 丁 目～ 帯 山 五 丁 目 保 田建 一 丁 目 保 田 窪 二

丁 目

d

1 ,2 10 ,00 0

4 ,70㌢ 昭
5 1 .10 . 1

1 3次 渡 鹿 一 丁 目～ 渡 鹿 七 丁 目 大 江 一 丁 目 (追 加 ) 97 0 ,0 00 4 ,18 8 52 .10 . 1

14次
田崎 一 丁 目～ 田崎 三 丁 目 八 島一 丁 目 八 島二 丁 目

健 軍 本 町 健 軍 三 丁 目 本 荘 五 丁 目 (追 加 )
1 ,1 50 ,0 00 2 ,9 28 5 3 .10 . 1

15次 横 手一 丁 目～ 横 手 五 丁 目 9 00 ,0 00 2 ,5 05 5 4 .10 . 1

16次 大 江二 丁 目 (追 加 ) 80 ,0 00 6 53 5 5 .10 . 1

17次 帯 山 四 丁 目 (追 加 ) 帯 山五 丁 目 (追 加 ) 175 ,0 00 7 19 5 6 .10 . 1

18次 帯 山 五 丁 目 (追 加) 67 ,0 00 2 9 1 5 7 .10 . 1

1 9次
出水 四 丁 目 出 水 八 丁 目 江 津 二 丁 目 (追 加) 5 88 ,00 0 1 ,4 58

58 .10 . 1
八 景 水 谷 三 丁 目 (3 9 ,00 0) (0 )

2 0次 本 山一 丁 目～ 本 山 四 丁 目 40 0 ,00 0 1 ,418 59 .10 . 1

2 1次
出水 六 丁 目 春 日四 丁 目 (追 加 ) 1 ,0 11 ,00 0 2 ,45 2

62 .10 . 1
春 日五 丁 目 (追 加 ) 春 日六 丁 目～ 春 日八 丁 目 ( 2 10 ,00 0) (0)

2 2次 .打 越 町 .高 平 一 丁 目～ 高 平 三 丁 目 1 ,43 0 ,00 0 2 ,33 7 63 .10 .ll

2 3次
東 野 一 丁 目～ 東 野 四 丁 目 秋 津 一 丁 目～ 秋 津 三 丁 目

1 ,7 00 ,0 00 3 ,60 0
平

沼 山津 一 丁 目～ 沼 山津 四丁 目 元 .l l .2 7

24次

秋 津 新 町 東 本 町 昭 和 町 花 立 一 丁 目～ 花 立 六 丁

目 桜 木 一 丁 日～ 桜 木 六 丁 目 十 禅 寺 一 丁 目～ 十 禅

寺 三丁 目 平 田† 丁 目 平 田 二丁 目 平 成 一 丁 目～

平 成三 丁 目 江 越 一 丁 目 江越 二 丁 目 馬 渡 一 丁 目

馬 渡二 丁 目 田迎 一 丁 日 田迎 二 丁 目 出仲 間一 丁

目 萩 原 町

3 ,6 60 ,8 00 6 ,2 94 3 . 2 .25

25次

東 町一 丁 目～東 町 四 丁 目 東 本 町 山 ノ神 一 丁 日

山 ノ神 二丁 目 榎 町 佐 土 原 一 丁 目～佐 土 原 三 丁 目
2 ,6 00 ,0 00 5 ,9 60 4 . 2 .10

渡 鹿 八 丁 日 渡 鹿 九 丁 目 保 田窪 本 町 保 田窪 四 丁

目 保 田窪 五 丁 目 新 南 部 ー 丁 目～新 南部 六 丁 目

下 南 部 「 丁 目～下 南 部 三 丁 目 西 原一 丁 目 西 原 二

丁 目 御 領 一 丁 目 八反 田- 丁 目 八反 田二 丁 目

3 ,0 6 0′00 0 8 ,640 4 . 2 .2 4

26次

楠 一 丁 目～ 楠 八 丁 目 武 蔵 ケ丘 - 丁 目～武 蔵 ケ丘九

丁 目 尾 ノ上 三 丁 目 尾 ノ上 四丁 目 月 出 一 丁 目

月 田二 丁 目 三 郎 一 丁 目 三 郎 二 丁 目 西 原 三 丁 目

東 京 壕 町 新 外 一 丁 目

2 ,93 0 ,00 0 10 ,80 0 5 . 2 .2 2

27次

清 水 万 石 一 丁 目～ 清 水 万 石 五 丁 目 乗 越 ケ丘 室 園

町 花 園六 丁 目 (追 加 ) 保 田窪 三 丁 目 帯 山 四 丁 1 ,12 0 ′00 0 2 ,74 0
6 . 2 .2 8

目 (追 加 ) 帯 山五 丁 目 (追 加 ) 帯 山 六 丁 目

帯 山七 丁 目

(98 8 ,00 0) (0)

28次

八 幡 一 丁 目～ 八 幡 十 一 丁 目 川 尻 一 丁 目～ 川 尻 六 丁

目 元 三 町 一 丁 目～ 元 三 町 五 丁 目 野 田- 丁 目～ 野

田三 丁 目 月 出三 丁 目～ 月 出七 丁 目 新 外 二 丁 目～

新 外 四丁 目 小 峯 - 丁 目～ 小 峯 四丁 目 山 ノ 内- 丁

目～ 山 ノ 内 四丁 目 尾 ノ上 四丁 目 (追 加 )

4 ,62 7 ,00 0

(23 7 ′00 0)

7 ,8 00

(0)
7 . 2 .2 7

2 9次

30次

大 窪 ～ 丁 目～ 大 窪 五 丁 目 山室 一 丁 日～ 山室 六 丁 目

田迎 三 丁 目～ 田迎 六 丁 目 八 王寺 町 出水 七 丁 目

出仲 間二 丁 目～ 出仲 間九 丁 目 幸 田一 丁 目 幸 田二

丁 目 蓮 台 専 一 丁 目～ 連 台寺 五 丁 目 野 中 一 丁 日～

野 中三 丁 目. 新 土 河 原 一 丁 日 新 土河 原 二 丁 目

御 領二 丁 目～御 領 七 丁 目 長 嶺 西 - 丁 目～ 長 領 西 三

丁 目 長 革 東- 丁 目～長 嶺 東 八丁 目 長 嶺 南 - 丁 目

～ 長嶺 甫八 丁 目 八 反 田 三 丁 目 月 出入 丁 目 帯 山

八 丁 日 帯 山九 丁 目

4 ,30 0 ,00 0

(15 ,0 00)

5 ,4 00 ,0 00

6 ,8 00

(0)

7 ,5 00

8 . 3 . 4

9 . 2 .24

(注) (　)の面積は町界町名変更のみ
9次(前期)の面積(2,221,000n至)の内494,000n?は19次、 351,000niは21次で実施.
9次(前期)の面賛(2,359,000n壬)の内60,000riは24次で町名変更。
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地籍調査事業

近代的地籍制度の確立を図り、市民財産の保全はもとより土地利用の高度化、まちづくり等の施策、公共事業の

基礎資料として多目的に利活用することを目的として、現地形状と一致した復元能力を有する地籍図及び地籍簿を

作成している。

平成2年度を初年度として国の第4次国土調査10箇年計画に基づき、本市の東部地区43A 、 83,000筆について

10箇年計画を策定し、健軍町の一部の地図混乱地域から着手し、計画的に実施に努めている。

実施状況

年 度 画賛 CM ) 筆数 (筆 ) 町 名 ( 実 施 当 時 )

2 0 .90 2 ,90 0 健軍町 の一部

3 0 .92 4 ,20 0 帯 山三丁 目 五丁 目の全 部 健軍町 京塚本町 保 田窪本町 の各】部

4 1 .55 4 ,90 0
帯 山四丁 目 保 田窪 四丁 目 保 田窪五丁 目 渡鹿九丁 目 西原- 丁 目の.全部

保 田窪本町 新南部 町の一部

5 2 .94 7 ,00 0
新南部二丁 目～新南 部六丁 目 下南部町 下南部一丁 目～下南部三丁 目 西原

二丁 目 西原三丁 目 御 債町 御領- 丁 目

6 3 .35 7 ,60 0 長嶺町 の一部 入反 田- 丁 目 八反 田二丁 目 上南部町

7 2 .71 7 ,00 0
長嶺町 の一部 保 田窪本 町 帯 山六丁 目 郡外二丁 目 新外三丁 目 新外四丁

日 月 出一丁 目～月 出七 丁 目 山ノ内一丁 目～ 山ノ内四丁 目

8 2 .53 7 ,00 0

御債六丁 目 御領七 丁 目 革嶺町 の一部 長嶺東五丁 目～長嶺東八丁 目 長嶺

南八丁 目 榎町 山 ノ神一丁 目 山ノ神二丁 目 小峯一丁 目～小峯四丁 目 佐

土原一丁 目の全部
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1 7　交通安全対策

( 1 )交通安全対策事業

ア　交通安全教育の普及徹底

安全教育

学校、町内会、各種団体において、講演会、映写会、座談会、実技指導を年間を通して実施している。

交通指導員制度

昭和44年10月1日に発足し、現在委嘱されている交通指導員数は358人(定数364人)で、 1日、 10日、 20

日の市民交通安全の日及び春秋の交通安全運動期間中、朝の通学通園時に街頭指導を行うとともに地域にお

ける中核的指導者として交通安全に関する諸活動の指導にあたる。また、土・日・祝日に繁華荷を中心に違

法駐車防止活動を行っている。

待　遇

○謝礼金として年間20,000円を支払う

○装備品の貸与一夏冬服上下・旗・笛・腕章・手袋・市茸ワッペソ・雨衣・帯革・帽子・警笛つり・ネク

タイ・長袖ワイシャツ

○公務災害の補償を適用する

交通安全運動の推進

春秋の全国交通安全運動にとどまらず、年間を通じて事故防止運動を推進している.

○広報車による呼びかけ、市政だより・パンフレットの配布、ポスター・懸垂幕の掲示等による広報活動

○現地検討会、巡回パトロール、推進大会等交通安全に関する一連の催物

○安全教育の集中的実施

○高齢者交通安全運動(高齢者交通安全推進員研修会、高齢者交通安全マークの配布)

幼児交通安全クラブの結成

幼児と母親に対し、交通安全教育を図り、交通安全思想を普及し、将来の立派な交通社会人の育成を図る。

結　成　数　19クラブ

主な活動

○母と子の交通安全教室の開催

○母親の交通安全研修会の開催

○地域における交通安全活動-の参加及び協力

交通安全母の会

母親に一家の交通事故防止の主役的役割をはたしてもらうため、次の活動を行っている。

主な活動

○母親が交通ルールやマナーを身につけるための交通安全学習会を開催

○家族の交通安全について、母親がリーダーシップをとり、時にふれ、注意を促す

○地域の交通安全活動について率先し、参加協力する

イ　道路環境の整備促進

市民の交通安全施設設置要望の総合窓口となり、要望の早期実現のため、関係機関に積極的に働きかけ市

民と関係機関のパイプ役を果たすとともに、現在は、スクールゾーン内の交通安全施設の整備に特に力を入

れ、関係機関と一体となって取り鼠んでいる。交通安全対策課では、カーブミラー・足型マークを設置して

おり、平成8年度はカーブミラー192基、足型マーク48カ所を設置している。

り　救済活動

交通事故による被災者を救済するため、交通災害共済事業及び交通事故相談所を開設。
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エ　交通遺児援助基金の設立

昭和48年度から交通遺児で、小学校、中学校に入学するもの、又は中学校第3学年在学者に就学援助金を

支給するため、聴額60,830千円の基金を苛立てている。

オ　救済事業の拡充強化

交通事故相談　昭和42年7月開設、相談事項に応じた解決法を教示していたが、 47年4月新たに事故相

談所を開設し、専門相談員2名による毎日の相談業務のほかに毎週木曜日には弁護士を

招き法律上の特別相談を行っている。

交通事故相談件数

. 盟

件 数
内 訳 利 用 者

被 害 者 加 害 者 市 内 県 内 県 外

4 8 7 3 6 3 4 2 3 9 8 3 2 3 4 7

5 7 2 3 5 5 3 1 7 0 6 7 4 4 4 5

6 6 5 0 4 9 8 1 5 2 6 2 1 2 3 6

7 7 4 2 5 4 5 1 9 7 6 9 2 4 7 3

8 6 3 8 4 9 1 1 4 7 5 8 7 4 9 2

相談内容件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成8年度)
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7 34 18 83 5 2 68 4 15 1 355 46

力　放置自転車対策

市民の安全で択適な生活環境を確保するとともに、都市の美観を維持し、もって公共の福祉の増進に寄与

することを目的とした「熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例」 (昭和61年4月1日施行)を

制定しその対策に取り魁んでいる。

自転車放置禁止区域

○市役所周辺　　総延長　1,275m (昭和61年9月1日から)

○武蔵塚駅周辺　　　′′　　　365m (　　　′′　　　　)

○鶴屋百貨店周辺　　′′　　1,035m (昭和62年8月1日から)

○上通りアーケード街他7路線　2,205m (平成3年2月1日から)

○武蔵塚駅周辺　総延長　1,010m (平成7年4月6日から)

○宇島公園周辺　　　〝　　　510m (　　　′′　　　　)

キ　違法駐車対策

道路が公共の施設として広く一般の用に供されることを確保し、

持に資することを目的に「熊本市違法駐車等の防止に関する条例」

駐車防止に取り鼠んでいる。

違法駐車防止重点地域

○銀座通り他4路線1,900m (平成5年4月1日指定)
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放置自転事等の移動・保管・返還・処分状況

年 度 実 施 回 数 移動 保 管 台数 返 還 台 数 処 分 台 数 現 保 管 台 数

4 47 2 ,7 08 ( 9 ) 6 79 ( 0) 2 ,0 29 ( 9 )

5 43 3 ,3 97 ( 3 ) 8 10 ( 0) 2 ,5 87 ( 3 )

6 43 3 ,2 22 ( 0 ) 8 78 ( 0 ) 2 ,3 44 ( 0 )

7 40 3 ,283 ( 0) 8 27 ( 0 ) 2 ,456 ( 0 )

8 4 4 4 ,37 1 ( 0) 9 5 2 ( 0 ) 2 ,204 ( 0) 1 ,2 1 5 ( 0)

(注) ( )内数字はバイク

平成8年度の現保管台数は平8.4.1現在

(2)交通災害共済事業

施行年月日　　昭和43年4月1日

方　　　式　　市　直　営

共済期間　加入日の翌日から翌年3月31日まで(年度区分)

ア　加入状況

区 分

年 度

加 入 者 (人 ) 会 費 収 入 ( 円 )

4 178 ,6 11 8 9 ,46 3 ,8 6 0

5 16 7 ,0 62 8 3 ,63 3 ,30 0

6 15 9 ,3 98 7 9 ,72 1 ,88 0

7 15 1 ,8 04 7 5 ,98 3 ′74 0

8 147 ,2 90 73 ,6 40 ,2 40

(注)各年度加入者には会費免除者(生存)を含む

イ　会　　　費

共 済 期 限 共 済 会 費

4 月 1 日から翌年3 月31日まで 5 0 0 円

7 月 1 日から翌年3 月31日まで 4 2 0

10月 1 日から翌年3 月31日まで 3 4 0

1月 1 日から 3 月31日まで 2 6 0

(注)生活保護を受けている者の加入は会費免除(共済見舞金は市負担)

小学1年生の会費は市負担(昭和52年4月より実施)

り　共済見舞金

死亡見舞金　1, 200千円

障害見舞金　基礎額10, 000円と治療実日数1日につき700円を加算する

(1 80日を限度とする)
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給付状況　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成8年度)

. 区 分 件 数 給 付 金 額

死 亡 15件 17,100,000円

傷 害 841 41′948 ,400

合 計 856 59,048 ,400

(3)市内交通事故の推移

区分

午

人 身 事 故 死 者 負 傷 者

実 数 指 数 実 数 指 数 実 数 指 数

4 4,3 8 1 1 00 28 100 5 ,3 4 1 10 0

5 4 ,4 9 3 1 03 27 96 5 ,5 34 104

6 4 ,5 8 9 1 05 33 118 5 ,6 25 105

7 4 ,4 1 0 10 1 37 132 5 ,38 1 10 1

8 4 ,7 5 7 10 9 27 96 5 ,8 5 1 1 10
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18　市　営　駐　車　場

名 称 熊 本 市 役 所 駐 車 場

所 在 地 下通 1 丁 目 1 番 8 号

開 設 年 月 昭和 5 5 年 4 月

総 面 子 8 , 0 5 4 ri

収 容 台 数

3 5 1 台 { …… ……台 … … ……台

監 事 料 金

区 分 駐 車 料 金

1

月 曜 日か ら金曜 日まで 午前 8 時 30分か ら 親別 で定 める用務先 (1) 駐 車を 開始 した 時か ら 1 時 間以 内は 100 円

(休 日を除 く) 午後 5 時 30分 まで 確認 印が ある場合 (2) 前号 の時間を超 えて駐 車す る ときは、 1 時 間まで ご とに 150 円

競 則で定 める用務 先 (1) 駐車 を開始 した時か ら 1 時 間以 内は 4 00 円

確 認印が ない場合 (2) 前号 の時間を超 え て駐 車す る ときは、 1 時 間 までご とに 15 0 円

2

月曜 日か ら金曜 日まで 午後 5 時 30分 か ら 規則で定 め る用務 先 (1) 駐車 を開始 した時 か ら 1 時間以 内は 100 円

(休 日を除 く ) 午後 10時 まで 確認印 があ る場 合 (2) 前号 の時間 を超 えて駐車す るときは、 1 時間 まで ごとに 150 円

規則で定 め る用 務先 (1) 駐車 を開始 した時 か ら 1 時間以 内は 3 00 円

確認 印がな い場 合 (2) 前号 の時 間を超 えて盤 車す るときは、 1 時間 まで ごとに 150 円

3

土曜 日、 日曜日及び 午前 8 時 3 0分か ら 洗別 で定め る用務先 (1) 駐車 を開始 した時 か ら 1 時間 以内は 100 円

休 日 午後 10時 まで 確認 印が ある場合 (2) 前 号の時 間を超 えて駐 車す るときは、 1 時間 まで ご とに 150 円

規則 で定め る用務先 (1) 駐 車を 開始 した 時か ら 1 時 間以内は 300 円

確認 印がな い場合 (2) 前 号 の時間を超 えて駐 車す ると きは 、 1 時 間まで ご とに 150 円

備考 盤 革場 の閉鎖時刻 まで に出庫 しなか った場合 におけ る閉鎖時刻 か ら翌 日の開始 時刻 までの料 金は 、 1 時匝ほ で ごとに 150 円 を別に

徴収す る。

営 業 概 要 台 数 3 9 7 , 9 7 4 台

(平成 8 年度 ) 収 入 9 0 , 9 9 3 , 8 0 0 円

名 称 市 営 熊 本 城 二 の 丸 駐 車 場 熊 本 市 産 業 文 化 会 館 駐 車 場

所 在 地 二の丸 2 番 3 号 花 畑町 7 番 1 0 号

開 設 年 月 昭和 4 9 年 7 月 昭和 5 6 年 3 月

総 面 積 2 5 . 6 3 9 rf 4 2 9 ri

収 容 台 数 2 6 0 台 3 1 台

駐 車 料 金

車両区分
ノ、 ス 葦通 自動車 自動二輪 車

(1) 監 事を開始 した時 か ら 1 時間以 内は 300 円

料金 区分 (2) 前 号の時 間を超 えて駐車 す るときは、 1 時間 ご とに 15 0円

○午 前 8 時 か ら午後 6 時 までの駐 車で規則 で定 め る用 務先確 認印 があ
ォ * *4 & 2 時間以 下

円 円 円
5 0 0 2 0 0 1 0 0 る場合 につい ては、第 1 号の艮 定にか かわ らず 、駐 車を 開始 した時

か ら 1 時 間以 内は無料 とす る。

超 過 料 金

2 時間 を滝

2 0 0 1 0 0 5 0
え る場合 は ○駐 車場 の閉鎖 時刻 までに出庫 しなか った場合 におけ る閉 鎖時刻 か ら

1 時間増 す 翌 日の開始時 刻まで の料金 は、 1 時 間 まで ご とに 15 0 円を B Jlに徴収

ご とに す る。

営 業 概 要

(平成 8 年度 )

忘 で

ノ、 .ス 普通 自動草 自動 二輪車 合 計

台 数 2 2 . 5 5 1 台

収 入 1 2 , 7 1 7 ′ 6 2 0 円

台 数 (台 ) 19 .3 27 126 ,3 16 82 6 14 6 .469

収 入 (円 ) 9 ,970 ′950 3 2.168 .6 00 83 ,0 50 42 ′222 ,600

備 考 平成 9 年 10月 1 日よ り、三 の丸駐 車場 及び宮 内駐 車場有 料化
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